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1 糸満市における特別支援に関する手続等の流れ (年間スケジユール)

園等・学校 糸満市教育委員会

前

年

度

よ

り

【相談活動等】

保護者と随時面談等を行う。

毎年度評価をし、学びの場についての検討を必ず行う。

次年度申請に向けて前年度より取り組む。

(例 :新中 Hよ小5の 3学期、新小 Hま年中の後半など。

通級→支援学級へ変更の場合は診断書等が終要になるの

で早めに準構する。)

特別支援についてのご相談は、学校教育課にて,適時行つ

ていますのでご連絡ください。学校・園への特別支援教

育指導コーデイネーダーの派遣要請については、学 .

校・目より派遣要請書 (3ページ)を提出してくださ
い 。

髄

時

相

談

【発達・衣口能検査】
依頼受付

就学支援委員会への提出にあたうて、発逹・矢口能検査の結果がない場合は、検査依頼を受け付けします。手順を
ご

確認のうえ、検査実施依頼書,事前調査票を提出してください。
(5～ 7ペ ージ参照)

5

月
【就学支援説明会】

<小中対象説明会> 5/11(月 )
<幼児教育施設対象説明会> 5/15(金 )
<保護者説明会> 5/13(月 )(4ページ参照)

6
月

【就学相談会】

<相談会> 6/15(月 )、 16(火 )
適切な就学について、個別に相談を行える椎会を設置し

ます。 (7、 iOページ参照)

7

月

【就学支援委員会】

措置替え

申請受付

申請 ～ メ切り7/3(金 )
学校内にて就学支援委員会への申請について検討し、本

食震
=景

粥雲ぎ請
する。  増 ゆ

７

月 【学校見学①】 【7月】就学支援に係る学校見学 (1回 目) (IIぺ =ジ参照)

7
月

【就学支援委員会】

新規 (新小 I・ 新中 1)

申請受付

申請 ～ 〆切り7/31(金 )
園・学校内にて就学支援委員会への申請について検討
し、本人・保護者同意のもと申請する。

(25～ 63ページ参照)

3

月

月

【就学支援委員会】
判定

<就学支援委員会>
3/19～ H/11(全 H回予定)
・適切な就学先決定の判定を行う

【就学支援委員会】
結果通知

糸満市教育委員会からの決定通知を受けて、

各保護者に結果説明等を行う。 争
II月 中旬予定
就学支援委員会での決定を通知

月
【学校見学②】 【Il月 】判定後の就学支援に係る学校見学 (2回 目)

月

12

月

【就学支援委員会】

結果通知後

相談期間

決定について本人・保護者と合意形成後、同意音を交わ

す。                     呵

※園・学校で結果説明等を行つても、合意形成を得られ

った場合、教育委員会へ相談してくださ卜ヽ。

【就学支援委員会】

結果通知後

意見書 (同意書)

提出

<本人・保護者の同意書を提出>
・特別支援学校希望者の同意書

メ切り 11/25(水 )
。その他の同意書提出 〆切り 12/13

増
(金 )

支援学校希望者は県の就学支援委員会へ資料

を提出 〆切りI1/27(金 )

I

月

【特別支援教育支援員】
申請

申請  ～ 〆切  1/22(金 )
本人・保護者同意のもと申請する。

(72～ 74ページ参照)

“

2
月

【通級指導終了報告書】

提出

通級指導担当者・本人・保護者と相談のうえ

通級を終了する場合は提出が整妥。

(措置替え・市外転校・進学の場合も)

今年度で

コ 吟

3
月

【特別支援教育支援員】

結果通知
糸満市教育委員会からの決定通矢口を受けて、

各保護者に結果説明等を行う。 神

3月 上旬予定

!寺
別支援教育支援員配置の判定結果?通知

次

年

度
:こ

向
:す

て

【相談活動等】

保護者と随時面談等を行う。

毎年度評価をし、学びの場についての検討をXず行う。
次年度申請に向けて前年度より取り組む。

(例 :新中 iは小5の 3学期、新小 Hま年中の後半など。

通級→支援学級へ変更の場合は診断書等が雖要になるの

で早めに準備する。)

特別支援についてのご相談は、学校教育課にて随時行つ

ていますのでご連絡ください。学校・園への特別支援教

育指導コーデイネーターの派遣要請については、学

校・園より
い 。

派遣妻議音 raページ) を提出してくださ

-1-
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就学前
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《乳子ジ:梶理からの韓訟〉
●発達や子育てについて気になることは、幼稚園・

保育園・認定こども国や医療機関、保健所、発達
支援センターなどに相談できます。

(早報からの就学韓談》
●市町村教育委員会に相談し、年長の9月 頃まで
には市町村教育委員会と就学相談をします。

《乳劫掟健康診登く満1蕪 $学潟、滴S歳 ,》
●言葉や運動機能の発達に加え、対人関係、コ
ミュニケーションなどの社会性の発達を確認します。

《就準鵜談、
'》

忠癒・就学支援ガイメン入〉
●入学 (転学)、 特別支援学級、通級についての相
談窓口は、お住まいの市町村教育委員会の就学
相談担当です。スケジュールの確認も重要です。
また、皆さんのお住まいに近い特別支援学校の

教育相談部等でも、発達障害を合めた障害のある
お子さんや保護者の相談支援を行つています。

を就学先等の柔致な見芝犠玄
「学びの場jは、脚定した tぅ のではなく,
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ケことが之,要でウィ

特別支援学校
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様式① (R7修正版)管理職→学校教育課指導主事へ紙媒体で提出

今和  年  月  日

学校教育課 課長 殿

学校・園名

校長・園長名

(公 印 省 略 )

特別支援教育指導コエディネーター派遣要請書

下記の通り特別支援教育指導コーディネーターの派遣を要請します。

1派遣妥請希望日 (派追者決定後ご連絡します。)

① 第 1希望  谷和  年  月  日 (  ) 時  分 ～  時  分
② 第2希望  谷和  年  月  日 (  ) 時  分 ～  時  分
③ 第3希望  今和  年  月  日 (  ) 時  分 ～  時  分

【日程調整連絡先】担当氏名 :

電話番号 :

2相談内容  (複 数選択可能です。リス ト選択で図 を入れてください。)
□ 幼児児童生徒への指導 。支援方法について  □ 保護者対応について 回 校内研修講師依頼
□ 就学支援委員会への申請について   □ 特別支援教育支援員申請について
□ 校内就学支援委員会への参加依頼   □ 個別の教育支援計画・個別の指導計画作成について
□ 特別支援教育の教育課程等について

回 その他   (                                )

3対象の幼児児童生徒について

※実態調査票として「IN― Child」 を記入後、この派遣要請書と一緒に提出してください。

4当 日の日程
・授業観察   校時
【対A職員】□ 担任

・フィー ドバック  校時
□ 特別支援コーディネユター  □ 管理職

特別支援コーディネーター氏名

学  級 学年
tS、 り が な

担 任 氏 名
相談内容

(簡潔に)氏    名

|

2

3
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事 務 連 絡

今 和 8年 4月  日
保護者 殿

糸満市教育委員会

教育長 屋良 朝俊
(公印省略)

今和 8年度 糸満市特別支援保護者説明会について (通知)

みだしのことについて今年度の特別支援保護者説明会を下記のとおり開催いたします。
つきましては、参加希望の保護者におかれましては、下記の内容をご確訳のうえ、申し込みし
てください志

言己

|.趣    旨 発達の気になる幼児児童生徒の保護者を対象に就学支援の説明や1情報
提供を行い、就学支援につぃての理解を深めるために実施 します。

2。 日 時 今和8年 5月 18日 (月 )

① 10:00～ 12:00 ② 14:00～ 16:00

3.対  象 未就学児・小中学生保護者

(※未就学児は席の都合上、年長児の保護者優先

:年中、年小保護者申込可)

4.場    所 : 糸満市役所3階 (3-C)

5。 申 込 方 法 LOGOフ ォームで申し込み (下記QRコ マド)
<回答期FR:5/11(月 )>

6,そ の他 ①欠席の連絡は不要です。

②ホームページに解説及び説明会資料を掲載予定です。

参加できなかった場合はホームページをご覧ください。

③会場の都合上イスのみとなります。

メモをとりたい方はバインダーの持参をお願いします。

〈申込先〉

しいURL

<お問合せ先>

糸満市教育委員会 学校教育課 指導係
TELi 078-840-8165 斉藤 。大城・國吉

1新

QR

-4-



発連・矢口能検査の依頼について

就学支援委員会への申請に関して、病院等での検査の予約が取れない場合に教育委員

会で検査の依頼を受付します。(特別支援教育支援員の申請のみの場合は受付できませ

ん。)

【依頼手順】

① 「就学支援委員会申請に係るWISC(新版 K式 )検査実施依頼書」(6ページ)、
「知能・検査にかかる事前調査票」(7ページ)の 2つの資料を学校教育課へ提出。

② 資料や聞き取りにより、検査の実施者の振り分けを行います。「学校教育課 公認′せ

理白市 斉藤」または「カウンセリングスペース ココロおき楽」が検査を行います。

③ 学校教育課にて受付後、各学校・園へご連絡。

同時に「ココロおき楽」へも学校教育課より「学校名・児童生徒氏名」のリストを

送ります。

(リ ストに載っていない方は検査ができません。依頼書を先に提出してください。)

④ 検査者によって下記のとおり日程調整と検査を行います。

【日程調整・検査について】

|.学校教育課で受け付けした後、学校・園に連絡 (行動観察の訪間の場合もある)、

検査の場所 。日程を調整。。

2.学校教育課または園・学校にて、検査を行う。(保護者、園・学校の先生、保健節同行可)

3.学校教育課または園・学校にて、保護者へ結果説明。(園・学校の先生、保健師同行可)

公記′む理 B市 斉藤実施

カウンセリングスペース ココロおき楽 実施

|.学校教育課で受付した後、「ココロおき楽」に依頼リストを送付し、学校・園へ連絡。

2.検査場所によって日程調整の方法が異なります。

①学校・園での実施の場合

Googieチ ャツト(就学支援知能検査日程調整)にて「ココロおき楽」より連絡があります。

特別支援コーデイネーターの方で日程調整してください。

②土日を希望の場合 (南風原事務所やその他での実施となります。)

保護者よりWEBに て予約となります。【ココロおき楽 予約】で検索し、2枠予約してく

ださい。オプションメニューより鳶理検査を選択 してください。お支払いはありません。

3.検査終了時に、保護者も同席をお願いします。 (検査結果の報告・説明があります。)

4.学校 。園は検査結果報告書を、保護者から受け取る。



糸満市教育委員会教育長 殿

第

今和   年  月

号

日

学校 (園 )

EP

糸満市立

校長 (園長)

就学支援委員会申請に係るWISC(新版 K式)検査実施依頼書

下記の理由につき、就学支援委員会への申請書類の WISC検査等の結果を提出日までに

準備することが難 しい状況です。つきましては、糸満市教育委員会での検査を希望します。

言己

<依頼の理由>

I.受診に行ったが、病院等での予約が (  )ケ 月後にしか取れず申請提出日まで間に

合わない状況であるも      ,
2。 その他

(                                                                                                    )

以上の理由につき、糸満市教育委員会での検査を希望します。

また検査日程調整について、委託事業所が学校に出向く場合は Googieチ ャットにて、名

前 。学年のやりとりする事に同意します。

学校 (園 )  幼児・児童・生徒氏名

保護者氏名

学校 (園 )

特別支援コーデイネーター・就学支援担当者

EP

電話番号 :

※検査を希望する方は、知能 。発達検査に係る事前調査票の記載もお願いします。

※2年以内に病院等を受診し、知能検査 (WISC―Ⅳ、V、 日中ビネー)を 行つた場合は

依頼できません。

依頼書提出後、病院等で知能検査予約がとれましたらキャンセル連絡をお願いします。

※無断キャンセルについては、保護者が実費負担となります。

※新版 K式の結果しかない場合は、知能検査は依頼できます。

※サポー トノー トえいぶるをお持ちの方は、検査結果説明の時に持参ください。

※教育委員会担当者が○

学校教育課確諷欄  ( WISC Ⅳ・V  新版 K式 )

印
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R8 宍口能 。発逹検査に係る事前調査票
幼児児童生徒

ら、  り が な

名氏

男

女

生年

月日

平成

今和
年    月   日 歳  か月

保護者氏デ名 続柄 職業

現住所
糸満市 電話

番号

目  宅

携  帯

年 ) 学級 通常 ・ 支援学級  ・ 通級

父 母  兄

祖母

人  姉
その他

人   弟 人   妹 人

家族構成 祖父

の いつ

家

庭

の で

様 の

子 子

ど

も

お子様の気になる項目があれば、Oを してください。

(気になるものにO、 特に気になるものに◎)

視覚 (  )、 聴覚 (  )、 発達 (  )、 発育 (
言葉 (  )、 滴声積 (  )、 落ち着きのなさ ( )

)、 病弱 (  )、
学習 (  )、 日常生活 (

上記の内容を具体的に書いてください。

成

育

歴

等

I.出産時

(I)正常分娩   (2)異 常分娩 (ア .鉗子分娩  イ.逆子  ウ。その他 )

(3)未熟児出産 (   週、体童   9)
2。 発逹等が気になり始めた時期 (   歳   か月頃)
(具体的に                                   )

3,こ れまでに、子の発達について相談や検査をした事がありますか。

(1)あ る       (2)な い

(相談 した機関 :              )

(検査実施日 :        受けた検査嘉 : WISC 田中ビネー 新版K式  その他 )

(検査結果 :                                  )

4.障害児通所支援(児童デイ、放課後デイ)を 利用していますか。 (利用している・利用していない)

5.サポー トノー トえいしSミ るをお持ちですか?(は い ,い いえ)

保護者の気になっていること

学校・園での様子  ※担任の先生が記入 して ください
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今不口8年度 糸満市就学相談会のご案内

お子さまのすこやかな成長を願って、保護者の方への相談会を開きます。

教育相談 (特別支援)担当者が中′はとなって、下記のような相談会を開きます。
どうで、お子さまもご一緒にお気軽にお越しください。

*こ のようなお子さまについて
・ ものを見るときに近づさすぎる。
・ 後ろから呼びかけても振り向かなぃ。

・ 手足の動かし方がぎこちない。

・ 発音や話し方がはっきりしない。
・ 落ち着きがなく、ひとつのことに集中しない。

・指示や内容が理解できない。
。その他のことで、気になることがある。

*相談の仕方
・ ミ配なことを中鳶にして就学についての教育相談を行います。

・相談は個別で行います。 ※相談は無料です。

*相談の日程

■ 日時

B

I

B

′

今和8年 6月 15甲 (月 )

今和8年6月 16日 (火 )

午後 1時30分～午後4時30分 (受付

午後 1時 30分～午後4時30分 (受付
午後4時まで)

午後4時まで)

■場所  糸満市社会福祉センター

※幼児児童生徒本人の参加も可能です。保護者のみ (2名 まで)の参カロも可能です。
※ 学校・幼稚園 。こども園・保育所等から申込用紙を受け取り、Logoフ ォ

=ム
で

申込 しますと

※相談時間は約20分です。

◎問い合わせ先

糸満市教育委員会 学校教育課 指導係 TEL098-840-8165
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絡

月５

違

年

務

８ロ
不

事

今

保 護 者 殿

糸満市教育員会

教育長 屋良 朝俊
(公印省略)

今和 8年度糸満市就学相談会の実施について (通欠口)

みだしのことについて、下記のとおり相談会を実施いたします。

つきましては、相談希望の保護者様は、Logoフ ォームにて申込お願いします。

言己

1趣   旨 発達の気になる就学前幼児・児童生徒の保護者を対象に就学相談

や情報提供を行い、就学のための支援を目的に相談会を実施します。

相談時間は約20分です。 (相談は無料です)

2 日

3場   所  糸満市社会福祉センター

4申 込方法  6/1(月 )ま でに下記URLま たはQRコ ードにて申込

5申 込 先  糸満市教育委員会
'    :新

しいURL

学校教育課 指導係

時   今和 8年6月 15日 (月 )
今和 8年 6月 16日 (火 )

午後 1時 30分～午後4時30分

午後 1時 30分～午後4時30分

(受付

(受付

午後4時まで )

午後4時まで)

<申込み§Rコ ー ド>

新しいQRコード

(ネ ット環境により申込が難しい方は、電話でお申し込みください)

TEL:0(78-840-8165

6申 込期 限  今和 8年 6月 十日 (月 )ま で

留意事項 ①幼児児童生徒の参カロも可能です。保護者のみ (2名 まで)の参カロも可能です。
②駐車場にFRり がありますので、公共交通機関のご利用をお願いします。

7通 知 日 今和 8年 6月 10日 (水)ま でに面談日時をメールにてご案内します。

5月 18日 (月 )の特別支援説明会では就学判定基準や手続き等の説明を行いま
す。今回は個別相談の案内となります。

8そ の 他
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糸 教 学 第 号

今 和 8年 6月 日

糸 満 市 立 小 中 学 校 長

糸 満 市 立 こ ど も 園 長

糸満市内教育保育施設園長

糸 満 市 健 康 推 進 課 長

糸満市教育委員会

教育長 屋良 朝俊

(公印省略)

今和8年度 就学支援に係る学校見学 (授業参観)の保護者への周知について(依頼 )

平素より、本市の学校教育にご理解とご協力を賜り、鳶から感謝申し上げます。

みだしのことについて、幼児児童生徒の就学を円滑に進めていくために、下記のとおり学校見学 (授

業参観)を実施します。

つきましては、別紙の学校見学 (授業参観)に関する案内文を該当する幼児・児童・生徒の保護者に

配布・周矢口をよろしくお願い致します。

|.件   名  今和8年度 学校見学 (授業参観)の実施にPいて (通矢口)

2。 日   時   別糸氏のとおり

3.対  象 宮業の遅れや発達の気になる幼児・児童・生徒の保護者

※未就学児においては年長児の保護者。(II月 に年中児も可とする)

保護者への西E布資料

(I)「今和o年度 就学支援に係る学校見学の実施について」の通矢口文書

(2)別紙 |― l,2「市内小中学校 学校見学(授業参観)受け入れ日及び時間一覧」

(3)別紙2「見学にあたっての留意事項」

(4)別紙3「今和8年度 糸満市内小中学校 特別支援学級等早見表」

殿

殿

殿

殿

己■一一ロ

4.

5。 申込期「F<  今和8年 6月 26日 (木 )

6.申 込 方法  各学校ごとのGooqleフォームヘご回答くださ咀
※複数校へのお申し込みも可能ですので、それぞれの学校にお申込下さい。
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2、 就学支援委員会について
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○糸満市就学支援委員会規則

昭和 53年 7月 14日

教育委員会規則第 5号

改正 昭和 61年 5月 14日 教委規則第 3号

平成 19年 7月 5日教委規則第 10号

平成 20年 6月 1日教委規則第 9号

平成 26年 8月 28日教委規則第 5号
.

平成 27年 3月 26日教委規則第 8号

令和元年 7月 25日教委規則第 9号

(目 的)

第 1条 この規則は、幼児児童生徒の適切な就学支援と教育的措置に関し、教育委員会
の諮問を受けて必要な調査及び審議を行うとともに、障害のある幼児児童生徒に対す

る就学先の判定と特別支援学校への就学及び特別支援学級への適切な入級を図り、特

別支援教育の推進に役立てることを目的とする。

(任務)

第 2条 糸満市就学支援委員会 (以下「委員会」という。)は次に掲げる事項について
調査・審議し、その結果を教育委員会に答申する。

(1)就学支援に関すること。

(2)教育相談に関すること。

(3)支援レベルの判定と特別支援教育の支援に関すること。

(4)関係機関との連絡提携に関すること。

(5)委員の研修及び研究に関すること。

(6)その他委員会の任務を達成するため必要な事項

(組織)

第 3条 委員会の委員は20人以内で組織する。
(委員)             ・

第4条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育長が委口届する。
(1)糸満市立小学校及び中学校長

(2)糸満市立小学校及び中学校特別支援教育担当教諭

(3)学校医又は専門底
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(4)その他教育長が適当と認める者

(任期)

第 5条 委員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第 6条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選で定める。

2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

(3)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代

理する。

(会議 )

第 7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は公開しない。

(秘密の保持)

第 8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も
同様とする。

(庶務)

第 9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附 則

この規則は(ノム(布の日から施行し、昭和 53年 4月 1日 から適用する。

附 則 (昭和 61年 5月 14日 教委規則第 3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和 61年 5月 1日 から適用する。

附 則 (平成 19年 7月 5日 教委規則第 10号 )
この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (平成 20年 6月 1日 教委規則第 9号)           ・

この規則は、平成 20年 6月 1日 から施行する。

附 則 (平成 26年 8月 28日 教委規則第 5号)
この規則は、平成 26年 9月 1日 から施行する。

け 則 (平成27年 3月 26日 教委規則第8号)

-13-



この規則は、平成 27年 4月 1日 から施行する。

附 則 (令和元年 7月 25日 教委規則第 9号 )

この規則は、令和元年 8月 1日 から施行する。
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発達特性等に薦じた子どもたちの多様な学びの場

平成 29年幼稚園教育妥領、小学校学習指導妥領、中学校学習指導妥領、特別支援学校幼稚部教育

妥領、特別支援学校 (小学部・中学部)学習指導要領が改訂され、学びの連続性、社会に開かれた教

育課程の充実が求められています。特に、共生社会を担う子ども逹一人一人が、他者を諷め自分自身

を認め、協同して主体的に社会を切り開いていくために、各学級や学校間の「交流及び共同学習」を

推進します。

1 通常の学級における特別な支援

通常の学級に在籍する特別な教育的配慮を捲妥とする児童生徒は、6.5%(H24)と 報告されてい

ます。そのため、通常の学級担任は、子どもの特性や教育的二rズに痣じた迪切な指導及び捲要な支

援をするために、特別支援教育の視点を活かした温かい学級経営と見通しが持ちやすくわかりやすい

ユニバーサルデザインの授業作りに努めます。教育支援員を配置することもあります。

特別支援学級

弱視特別支援学級

難聰特別支援学級

矢口的障害特別支援学級

肢体不自由特別支援学級

病弱(身体虚弱)特別支援学級

言語障害特別支援学級

自閉症・情緒障害特別支援学級

通常の学級

通級指導

・
言
語
通
級
指
導
教
室

・
情
緒
等
通
級
指
導
教
室

（自
閉
症

・
情
緒

・
Ｆ
Ｏ
・
＞
∪
工
∪
）
な
ど

通
常

の
学
級
で

の
特
性
に
応
じ
た
配
慮
指
導

特別支援学校

沖縄県立沖縄盲学校

沖縄県立沖縄 ろう学校

沖縄県立西崎特別支援学校

沖縄県立島尻特別支援学校

沖縄県立森川特別支援学校

-15-



2 通級指導教室 (学校教育法施行規則第 140条 )

通級指導教室は、通常の学級に在籍 している特別な支援をX要 とする児童生徒について、ほとんど

の学習を通常の学′4及で行いながら一人一人の学習面や生活面の困難さにAじ て週 1回程度、個別の教

育支援計画・個別の指導計画を基に指導を行う教室です。言語通級指導教室と情緒等通級指導教室が

設置されています。自校通級と他校通級の他、県立沖縄ろう学校への通級もあります。

※LD(学習障害)ま たはADHD (注意欠陥多動性障害)の診断のみの児童生徒は、白閉症・1盾緒障害学
級の対象ではなく、通級による指導が対象になります。

☆言語通級指導教室では、主に発音や聞こえに課題がある児童生徒に対して、個別指導を中′dに指

導・支援します。

☆情緒等通級指導教室では、集団生活を送る上で困り感が強い 。特定の教科の学習に困難がある。人

との関係をうまく築くことが難 しい 。気持ちをコントロールすることが苦手で トラブルが多い 。他の

ことに気が取 られやすく活動に支障をきたす等がある児童生徒に対して、実態に痣じて個別指導と集

団での指導の両面から指導 `支援 します。 (発達障害の傾向があるから通級指導が捲要ということで

はありません。)

通級による指導では、個々の児童生徒の囚り感の改善・克服を目的とする「自立活動」が中鷲とな

ります。特に捲要がある場合は各教科の内容を補充するための指導も行うことができますが、ここで

いう「各教科の補充指導」とはヽ子どもの困り感を改善・克服するための補充指導ということになり

ます。単に教科の遅れを補充するための指導ではないというところに注意が捲要です。「自立活動」

とは、個々の児童生徒の学習上・生活上の困難を改善・克服するための指導で指導内容として、O健

康の保持に関すること O′ 理ゞ的な安定に関すること O人間関係の形成に関すること O環境の把
握に関すること ○鷲身の動きに関すること Oコ ミュニケーションに関することがあります。子ど
もの実態に応じて指導内容に重点を置いて考えることが大事です。

3 特別支援学級 (学校教育法第 81条 )

小・中学校の特別支援学級では、子ども一人一人の障害を正しく理解するとともに、個別の教育的

ニーズを把握 し、少人数による適切な指導や必要な支援が行われます。特別支援学級には、知的障

害・自閉症・情緒障害・難聰・言語障害・肢体不自由・病弱の学級があります。教育内容は、原則と

して小・中学校の学習指導妻領に沿って行われますが、子どもの障害の状態や特性などに痣じて、特

別支援学校の教育課程を参考にして、弾力的な教育課程を編成し指導や支援を行っています。また、

通常の学級の子どもたちと各教科や学校行事、学年・学級活動や給食・清掃活動など、担任間の相互

の綿密な連携のもとに指導が行われます。
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4 特別支援学校 (学校教育法第 72条 )

特別支援学校には、視覚障害・聰覚障害・矢口的障害・月支体不自由・病弱身体虚弱の学校がありま

す。子どもの生きる力をはぐ〈むことを目指 し、自立し社会参カロするための豊かな教育内容・方法を

工夫したきめ細やかな指導が行われます。教育課程は、小・中学部においてそれぞれ小 。中学校に準

ずる教育を行 うとともに、す人一人の障害にAじ た弾力的な教育課程編成ができるようになってお

り、子どもの障害特性や健康状態、経験等に応じて、各教科等の指導内容・方法を工夫します。

【就学先等の柔軟な見直し】

「学びの場」は、固定したものではなく、障害の状態の変化や迪切な指導や支援を行う場の検討の

結果、柔軟に就学先を変更することが適切と考えられる子どももいます。変化に継続的かつ迪切に対

痣するため、教育相談や個別の教育支援計画を定期的に見直すことが必要です。

【就学先等の柔軟な見直し】

自宅 芽病院にお手する訪間寧級

特房撃支,菱学校
ｆ

　

　

一帯 麟

特房ll支援事級

通級による麹導

専門家④スタッフを1配騒して通常学級

尊Fヨ家の勁言な受うすながら通常学級

l議とんどの Fβ看題を通常学級で対応
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糸満市における在籍学級等決定までの流れ

各こども園・保育園等

各小中学校   、
健康推進直果 (家庭保育等幼児)

より申請資料提出

|(獲翌⊃
糸満市就学支援委員会

糸満市教育委員会

|

。障害の状態  ・教育上必要な支援の内容
・本人・保護者の意見   ・専門家の意見

・地域における教育の体制の整備状況

.そ の他の事情

総合的判断

各こども園・保育園等

各小中学校

健康推進課

が結果を受けて保護者へ説明、意見書を提出

保護者と合意形成でき

なかった場合、教育委

員会にて保護者相談

特別支援学校判定 糸満市立小中学校判定

通

常

学

級

特

別

支

援

学

級

県

就

学

支

援

委

員

会

県

教

育

委

員

会

通級指導

教室
特

別

支

援

学

校

通

常

学

級

で

の

支

援

宍日守旬

自閉症・情緒

言言吾

難聴

肢体不自由

病弱

弱視

自閉症

情緒

LD

ADHD
― 五
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今不口8年度 就学支援委員会日程

期  日 時  間 場 所 内 容

第十回 今不口8年 8月 |(7日 (水 ) 13:30～ 16:45 糸
満市役所5階

5-d会議室

委嘱状交付

諮問

就学判定審議

第2回 今和8年 (7月 2日 (水 ) 13:30～ 16:45 糸満市役所5階
5-d会議室

就学判定審議

第3回 今和8年 (7月 7日 (水 ) 13:30～ 16:45 糸満市役所5階
5-d会議室

就学判定審議

第4回 今和 8年 (7月 16日 (水 ) 13:30～ 16:45
糸満市役所5階

5-d会議室
就学判定審議

第5回 今`琴口8年 (7月 30日  (フJく ) 13:30～ 16:45 糸
満市役所5階

5-d会議室
就学判定審議

第6回 今和8年 +0月 7日 (フ」く) 13:30～ 16:45 糸
満市役所5階

5-d会議室
就学判定審議

第7回 今和8年 10月 14日 (水 ) 13:30～ 16:45 糸満市
役所5階

5-d会議室
就学判定審議

第8回 今和8年 +0月 2+日 (水 ) i3:30～ 16:45 糸満
市役所5階

5-d会議室
就学判定審議

第7回 谷和 8年 +0月 28日 (水 ) 13:30～ 16:45
糸満市役所5階

5-d会議室
就学判定審議

第 10回 今和8年 十1月 4日 (水 ) 13:30～ 16:45 糸満市
役所5階

5-d会議室
就学判定審議

予備 日 今和8年 十1月 |十 日 (水 ) 13:30～ 16:45 糸
満市役所5階
5-d会議室

就学判定審議
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障害 特別支援学校

(学校教育法施行令第22条の3)

通常の学校

特別支援学級

(学校教育法第81条②)

通級による指導

(学校教育法施行規則第140条 )

視 ⌒
覚 弱
障 視
害 v

【視覚障害特別支援学校】
両眼の視力がおおむね03未満のもの叉
は視力以外の視機能障害が高度のもののう
ち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、
図形等の視覚による認識が不可能又は著し
く困難な程度のもの

【弱視特別支援学級】

拡大鏡等の使用によつても通常の文字、
図形等の視覚による認識が困難な程度のも
の

拡大鏡等の使用によっても通常の文字、
図形等の視覚による認識が困難な程度の者
で、通常の学級での学習におおむね参加で
き、一部特別な指導を必要とするもの

聴 ⌒
覚 難
障 聴
害 v

【聴覚障害特別支援学校】
両耳の聴カレベルがおおむね60デシベ
ルメ上のもののうち、補聴器等の使用によつ
ても通常の話声を解することが不可能叉は著
しく困難な程度のもの

【難聴特別支援学級】

補聴器等の使用によっても通常の話声を
解することが困難な程度のもの

補聴器等の使用によっても通常の話声を
解することが困難な程度の者で、通常の学級
での学習におおむね参加でき、一部特別な
指導を必要とするもの

知
的
障
害

【知的障害特別支援学校】
一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎
通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援
助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる
程度に達しないもののうち、社会生活への
適応が著しく困難なもの

【知的障害特別支援学級】

知的発達の遅滞があり、他人との意思疎
通に軽度の困難があり日常生活を営むのに
一部援助が必要で、社会生活への適応が困
難である程度のもの     ｀

肢
体
不
自
由

【肢体不自由特別支援学校】
― 肢体不自由の状態が補装具の使用によ
つても歩行、筆記等日常生活における基
本的な動作が不可能又は困難な程度のも
の
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度
に達しないもののうち、常時の医学的観察
指導を必要とする程度のもの

【肢体不自由特別支援学級】

補装具によつても歩行や筆記等日常生活
における基本的な動作に軽度の困難がある
程度のもの

肢体不自由の程度が、通常の学級での学
習におおむね参カロでき、工部特別な指導を
必要とする程度のもの

身
病 体
弱 虚
弱

【病弱特別支援学校】(含 :身体虚弱者 )
一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経
疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が
継続して医療叉は生活規制を必要とする
程度のもの
二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を
必要とする程度のもの

【身体虚弱特別支援学級】(含 :病弱者)

― 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が
持続的叉は間欠的に医療叉は生活の管
理を必要とする程度のもの

二 身体虚弱の状態が持統的に生活の管理
を必要とする程度のもの

病弱又は身体虚弱の程度が、通常の学級
での学習におおむね参加でき、一部特別な
指導を必要とする程度のもの

語
障
害

【言語障害特別支援学級】

日蓋裂、構音器官のまひ等器質的叉は機
能的な構音障害のある者、吃音等話し言葉
におけるリズムの障害のある者、話す、開く等
言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある
者、その他これに準じる者にれらの障害が主
として他の障害に起因するものではない者に
限る。)でそその程度が著しいもの

口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機
能的な構音障害のある者、吃音等話し言葉
におけるツズムの障害のある者、話す、聞く等
言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある
者、その他これに準じる者にれらの障害が主
として他の障害に起因するものではない者に
限る。)で、通常の学級での学習におおむね
参加でき、一部特別な指導を必要とする程
度のもの

自
閉
症

【自閉症・情緒障害特別支援学級】

一 自閉症叉はそれに類するもので、他人と
の意思疎通及び対人関係の形成が困難
である程度のもの
二 主として心理的な要因による選択性かん
黙等があるもので、社会生活への適応が
困難である程度のもの

自閉症又はそれに類するもので、通常の
学級での学習におおむね参力口でき、一部特
別な指導を必要とする程度のもの

情
緒
障
害

主として心理的な要因による選択性かん黙
等があるもので、通常の学級での学習にお
おむね参加でき、一部特別な指導を必要と
する程度めもの

学
習
障
害

全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、
話す、読む、書く、計算する叉は推論する能
力のうち特定のものの習得と使用に著しい困
難を示すもので、一部特別な指導を必要とす
る程度のもの

多 注
動 蔵
性 欠
障 陥
害

年齢叉は発達に不釣り合いな注意力、叉
は衡動性・多動性が認められ、社会的な活
動や学業の機能に支障をきたすもので、一
部特男Uな指導を必要とする程度のもの

<資器>         特別支援学校、通常の学校 (特別支援学級、通級による指導)の障害の種類及び程度

8F鴬:腰攘撃塩隻懸露絵程冨ぎ鵡 広穐健給扇露』竪V菱乳や喬呈
3婢
讐
島換奪
児童生徒等に対する早期からの一貫した支援に

ついて25文科初第756号平成25年 10月 4日文部科学省初等中等教
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対象となる児童生徒

▼ 障害の状態 (区姶・種類、程度)は、以下の基準を参照してしヽます。

区分・種類

756号該当

特別支援学級 通級による指導

視覚障害
弱視

O拡大鏡等の使用によつても通常の文字,図形
等の視覚による認識が困難な程度のもの

○拡大鏡等の使用によつても通常の文字,図形等
の視覚による認識が困難な程度の者で通常の
学級での学習におおむね参加でき,一部特別
な指導を必要とするもの

聴覚障害
難聴

O補聴器等の使用によつても通常の話声を
解することが困難な程度のもの

O補聴器等の使用によっても通常の話声を解する
ことが困難な程度の者で,通常の学級での学習に
おおむね参加でき,一部特別な指導を必要とする
もの

知的障害

O知的発達の遅滞があり,他人との意思疎通に
軽度の困難があり日常生活を営むのに一部
援助が必要で,社会生活への適応が困難で
ある程度のもの

O利用の対象とはならない

肢体不自由 る程度

由,病弱又は身体虚弱の程度が,通常
の学級での学習におおむね参加でき,一部

特別な指導を必要とする程度のもの病弱者
身体虚弱

①慢性の呼吸器疾患その他の疾患の状態が持続
的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要と
する程度のもの

②身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要
とする程度のもの

言語障害

口蓋裂,構音器官のまひ等器質的又は機能的
な構音障害のある者 ,口乞音等話し言葉における
リズムの障害のある者,話す,間く等言語機能の

基礎的事項に発達の遅れがある者,その他これ
に準ずる者 (これらの障害が主として他の障害
に起因するものでない者に限る。)で,その程度
が著しいもの

な

し言葉における
プ ある

そ れ

LD等 )を主とするコミュニケーション (LD を ミュニケーション

の克服・改善のための学級ではない。 しヽ

自閉症 閉症又はそれ |こ類するもの で 他人との意思疎
自開症又はそれに類するもので,通常の学級で
の学習におおむね参加でき,一部特別な指導を
必要とする程度のもの

通及び対人関係の形成が困難である程度のもの

して心理的な要因による選 択性かん黙等が
あるもので,社会生活への適応が困難である程度
のもの

及びADHDの児童生徒は、その診断だけでは自閉
して心理的な要因による選択性かん黙等

情緒学級入級の対象とはならない。
※「主として心理的な要因による選チ尺性かん黙等があるもの」
の「等」は、月綸唐なチックなど神経性習癖により集団生活ヘ

の適応が困難なもの。不登校は「等Jに含まれない。

があるもので,通常の学級で学習におおむね
参加でき,一部特別な指導を必要とする程度
のもの

情緒障害

学習障害

がヽ ,聞く,話す
のうち読む 書く,計算する叉は推論する含ヒカ

特定のものの習得と使用に著しい困難を示す
もので,一部特別な指導を必要とする程度の
もの

は発達に不釣り合いな注意力,又は衝動
性・多動性が認められ,社会的な活動や学業の
機能に支障をきたすもので,一部特別な指導
を必要とする程度のもの

では、入級の対象とはならない

注意欠「伯
多動性 障害

参考文献 :
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特別支援教育 多 1厳声ぶ学 iびの 場 チェックリスト 「文書B科学省通矢8より」

→ 校内委員会において「検討・共有」する撼要がある。

□ 保護者・本人と相談して「個別の教育支援計画・個別の指導計画」を作成する。

□ 合理的配慮とは、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克月Rするために雖妥な矢E識、技能、

態度、習慣を養うことへの画己慮を行うことである。→合理的配慮事項は個別の教育支援計画に記載し、進学時に引き継く毛

通級による指導(通常学級在籍) 吟 通常学級担任と通級指導担当教員とどのように違携を図るかが重要。

□ 通常の学級での学習におおむね参カロできるもの。(矢口的障害は、通級による指導の対象外)

□ 退当たり|～8時間相当の自立活動の指導 (LD及び ADHDの 児童生徒は、月 1時間～)|こより、在籍する
学級への適Aを高めていくことが望めるもの。

□「障害の克服・改善のための指導 :自 立活動」が昌的であり、単なる教科学習の襦充が目的ではない。

□「LD及びADHDの児童生徒については、通常の学級における教員の適切な配慮やTTの活用、学習内容の
習熱の程度に庵じた指導の工夫等により、対応することが適切である者も多くみられることに十分留意する。」

自閉症。情緒障害 特別支援学級
→ 通常学級の教育課程+自立活動 (整ず実施)
(原則、タロ的障害はないので、各教科等を合わせた指導等は実施できない)

□ 大級には、「自閉症またはそれに類するもので、他人との意思疎通と対人関係形成や社会生活への適庵力を

高めること」が目的となる。また、本人の意患確諷は、子どもの尊厳や将来に関わることであり童妥です。

□「それに類するもの」の記述が意味するところは、アスベルガー障害などを示している。(国総研 HP参照)

日 LD及びADHDの児童生徒は、その診断だけでは自閉・情結学級人級の対象とはならない。
□ 個の状態に応じて教科指導を少人数で実施しているからといって、そのことを入級判断の第一の目的に

することはできない。

□ 第 756号通知の「主として建理的な妥因による選択性かん黙等があるもの」の「等」は、強度なチックなど

神経性習癖により集固生活への適庵が困難なもの。不登校は「等」に含まれない。

□ 特別支援学級の判定に関しては、長期的な支援が捲妥であり、特別支援学級での投業 (自立活動を含む)

が週の半分妖上、捲要であることに留意する。(文科初第375号通矢,)

知的障害 特別支援学級
→ 本県では、軽度矢口的障害児者の学びの場、進路指導が重要な課題となっている。

*人級に関する本人の意思確誤は、子どもの尊厳や将来の学びに係る重要事項である。

□ その年船段階に標準的に要求される機能に比較して、他人との日常生活に使われる言葉を活用しての会話

は、ほば可能であるが、拍象的な概念を使った会話などになると、その理解が困難な状態の者となる。

(例)日常会話の中で、晴れや雨などの天気の状態について分かるようになっても、「明日の天気」など のように
時間の概念が入ると理解ができなくなる。比較的短い文章であつても、全体的な内容を理解し短くまとめて

話すことなどが困難であつたりすること。            「教育支援資料」(文部科学省H25,10)参照
□ 特別支援学級の判定に関しては、長期的な支援が蜂妥であり、特別支援学級での授業 (自立活動を含む)

が週の半分隊上、勇要であることに留意する。(文科初第375号通夕」a)

議 購 1靭鞠 吟 本県は、言語障害特別支援学級の割合が、全国と比較しても高い状況である。

□ 文科初第 756号の言語障 の障害の程度に該当するものが対象となります。発達障害を主とするコミュ
ニケーションの克月R・改善のための学級ではないことに留意する。

□ 特別支援学級の判定に関しては、長期的な支援が発要であり、特別1支援学級での授業 (自立活動を含む)
が週の半分区上、捲要であることに留意する。(文科初第375号逸矢口)

必ず確認する資料
□「小学校・中学校特別支援学級・通級指導教室～ 教育課程ハンドブック ～」(沖縄県教育委員会)

日「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」(文部科学省)
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教 県 第 2031号
令和 5年 2月 15日

市町村教育委員会教育長 殿
市町村立幼小中学校長 殿

教 育 事 務 所 長 殿

県立特別支援学校長 殿

沖縄県教育委員会教育長

(公 印 省 略 )

各幼小中学校における校 (園 )内教育支援委員会等機能の再確認について (通知)

標記について、各幼小中学校においては、校 (園 )内教育支援委員会等を適切に設定 。開催し、

その機能が徹底された上で市町村教育委員会の教育支援委員会等に報告がなされる必要がある

ことから、下記を再確認し、今後の適切な紺応をお願いいたします。

また、各所属において職員への周知をお願いいたします。

記

1 校 (園)内教育支援委員会等の機能
(1)各根拠等に基づいた教育的見地から、校 (園 )内幼児児童生徒の「判定と教育措置」の決定

(2)必要事項等の市町村教育委員会等への報告                   、

(3)その他参考情報 (保育・教育・心理・福祉・保健・医療など)の収集

(4)支援委員会機能の充実及び向上に係る研修 (0」T)の実施

2 構成職種
(1)管理職

校 (園)長・副校 (園)長・教頭

(2)教職員

教諭等 (正副担任、コーディネーター、教務、教育相談、生徒指導、進路指導等担曽者

など)、 養護教諭

(3)そ の他
スクールカタンセラー、スクールツーシャルワーカー
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3 審議資料等 (可能な限り準備した方がよい資料等)
(1)身体障害者手帳又は療育手帳等の写し (両方所持の場合は両方)

(2)知能検査・発達検査結果

各検査の判定基準や特性等から、原則として、境界知能・軽度・中度の知的障害がある

児童生徒の場合や軽度の知的障害がある幼児、学習機会が限定されることが多ぃ児童生徒

(不登校など)は田中ビネー知能検査を、重度の知的障害がある児童生徒の場合や田中ビ

ネー知能検査が実施困難な幼児は新版K式発達検査を使用する。ただし、対応できない特

別な事由があり、所管の教育委員会 (県立特別支援学校への入学・転学を想定している幼

児児童生徒の場合は、市町村教育委員会を経由して県教育委員会まで)と 調整した場合は

当分の間、暫定的に他の知能検査又は発達検査(DQ明記)の使用ができるものとする。

(3)社会生活能力検査結果

(4)その他 (視知覚検査、構音検査、発達障害に係る検査など)の検査結果

(5)学習状況、生活状況、生育歴などの調査資料

(6)個別の教育支援計画及び個別の指導計画

(7)その他必要な資料等                      `

4 留意事項
(1)各種法令等を遵守する。
・参考通知 :教育相談 (就学・進学 `学びの場の変更)等の対応について (通知)

教県第 1074号  令和 4年 9月 7日 付
(2)判定と教育措置に係る根拠、本人と保護者の合意・意見等を明確にする。

(3)実態把握を適確に実施し、指導及:び支援体制を構築する。

① 幼児児童生徒と教師双方の困り感を明確に区別する。・

② 幼児児童生徒の障害に係る要因 (直接支援)と 生活環境等の背景 (間接支援)を明確に
区別する。

(4)必要に応じて関係機関 (保育・教育・心理・福祉・保健・医療など)と連携し、生活環境

等の背景の支援を依頼する。

(5)各教育事務所が実施する巡回アドバイザー事業を活用し、課題解決を探る。

(6)必要に応じて、特別支援学校のセンター的機能を活用し、課題解決を探る。
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糸満市就学支援委員会への申請について

(I)糸満市就学支援委員会へ申請が兇要な幼児児童生徒
1 県立特別支援学校 (盲 。聾・矢口的・肢体不自由・病弱)への就学
2 市立小中学校の特別支援学級への進学及び人級
3 特別支援学級の種別変更
4 市内通級指導教室における指導
5 特別支援学級から通常学級への異動 (新中 Iは捲要なし)

※「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の見直し。評価をしなが

ら、措置替え検討は毎年行ってください。

特に 3・ 4年生に関しては見直し対象です。検討の結果、措置替えと

なった場合には申請をお願いします。

(2)申 請手順 (P28参照 )
1保護者より在籍園 。在籍校へ相談
(所属先がない場合は、健康推進課・学校教育課等関係機関へ)

2保護者記入の書類、判定に捲妥な添付資料を揃え、在籍園 。在籍校へ提
出

3園・学校にて判定委員会を行う (P23.24参照)
(4す
べての提出書類を本人・保護者確認後、園・学校より学校教育課へ提

出

(3)園・学校からの提出期FR
①措置替え→今和 8年 7月 3日 (金 )

新規 (新小 I・ 新申 I含む)→今和 8年 7月 31日 (金 )②
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(4)提 出書類  (言己入例 P33～ 61参照)
O 鑑 (様式 I)
○ 判定申請一覧 (様式 2)※提出予定者は全員記載する

⑤

④

⑦

(学校提出の一覧表は校務支援フォルダヘデータでも提出お願いします)

【保護者記入書類】糸満市就学支援実態調査票 (様式 3-|～ 4)

校 (園 )内就学判定報告書 (様式 4-|～ 4)

「個別の教育支援計画」。「イ回別の指導計画」等の写し

※昨年度と今年度の 2年分 (昨年度の評価・現状把握のため)

専門医の診断書の写し (様式 4(特別支援学校申請用)・ 病院の様式で

も可)

特別児童扶養手当認定診断書の写し

療育に関する意見書の写し

知能検査・発達検査結果の写し (WISC、 新版 K式、田中ビネー等)

③

⑦

①

※学校で行う小 3・ 中 |を対象とした矢口能検査のことではありません

言語機能検査等

S―M社会生活能力検査結果 (Excelシートのコピー)
各種手中長の写し (等級のわかるページ)※兎新日・期「Rが切れていない

か要確諷

様式 7号 (医療的ケアを雖要とする子)

【保護者記入書類】通常学級への異動に係る本人・保護者の意見書 (様

式 6)

【保護者記入書類】保護者の承諾書 (様式 5)

①

②

①

②

③

　

④

○

※障害種別によって提出書類が異なりますので、27～ 32ページ (申請書類

対照表)を ご確認ください。ご不明な点は、学校教育課までお問い合わせ

ください。
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(5)注意事項

1 申請資料は直近のものをすべて揃えて期限内に提出してください。

(期 FRま でに揃わない場合は、一覧表の備考欄に提出予定日
。理由等を

捲ず記入してください)

2 WISCの検査結果の写しは検査日が今和 6年 7月 I日 以降のものを提
出してください。新版 K式 。田中ビネーの検査結果の写しは検査日が今

和 8年 I月 I日以降のものを提出してください。

3S―M社会生活能力検査結果については、検査日が今和 8年 4月 1日 以

降のものを提出してください。冊子は学校教育課にありますので、園・学

校より挺要冊数をご連絡ください。(回答と検査結果は保護者と捲ず確諷

してください。)

4就学支援委員会への申請に係る発達検査・矢口能検査の依頼については、
「就学支援委員会申請に係るWISC(新版 K式)検査実施依頼書L(6ペ
ージ)。「矢口能 。発達検査に係る事前調査票」(7ペ ージ)を 園・学校より

学校教育課へ提出してください。

5 申請資料を全て揃えてから、園内・校内判定委員会を行なってください。

6特別支援学校を希望される場合て学校見学等につきましては、該当の特
別支援学校の 日Pを ご確誤いただき、直接支援学校へお問い合わせくだ

さ い 。

7中学校へ進学の際、再度申請手続きが捲要です。(申請がない場合は、通
常学級となります。)

8 通常学級へ措置変えの場合は、申請時に「本人・保護者の意見書」を一
緒に提出してください。 (新中 |は不要です。)・

7通級指導の終了は、終了報告書を作成し保護者署名・捺印のうえ、学校教
育課に提出してください。
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本人・保護者

②申請するこ
とを決める

④園。学校が定め
る提出期限まで
に資料を揃えて

提出する

申請までの流れ

園・学校 教育委員会

⑦申請を受理

餞
③就学支援
委員会ヘ

資料を提出する

①次年度に向けて
える

Ｉ

　

　

Ｉ

Ｉ
Ю
∞
Ｉ

③申請に終妻な
書類を伝える
(28～ 32ベージ参照)

⑤国内。校内
判定委員会
(23～ 24ページ参照)

措置替え:7月 3日 (金)
出期限までに提出する 幹

■
■
■
■
　
　
■

O提出する資料を全部揃えた
上で、国内・校内判定委員会を

行ってください。
※検査が終わっていないので、
後日検査結果のみ提出という
のはナシです。
O期限内に資料を揃えるのが
間に合わなかった子は、揃い次
第、校内・国内判定委員会を経
た上で提出してください。

O鑑文・一覧表はXず期限までに提
出してください。(後から取り下げも可

なので、提出予定者はすべて一覧表
へ記入すること)
O提出する資料は、国内・校内判定委
員会の結果も含めて、すべて保護者と

確認後提出してください。

新規 :7周 31口 (金 )
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今和8年度就学支援委員会 申請書類対照表
①特別支援学校 ○=兇須  △=す でに持っている (受給 している)場合は勇須  x=不 要

※ l…「個別の教育支援計画」 。「個別の指導計画」の写しについて、2年分をご提出してください。 (新規申請者は今年度分のみでも可)

保護者捺印のある原本は殆ず学校・国にて保管してください。

※2…WISC検査は今和6年7月 I日以降、新版K式 。田中ビネーは今和8年 1月 I日以降の検査結果の写しをご提出してください。

主障害によって知能検査 。発達検套ができない場合は、学校教育課までご相談ください。
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今和8年度就学支援委員会 申請書類対照表
②特別支援学級

※根拠に診断名を記
の写しが盛要です。

※ I・・・『個別の教育支援計画」 。「個別の指導計画」の写しについて、2年分をご提出してください。 (新規申請者は今年度分のみでも可)

保護者捺印のある原本は捲ず学校・園にて保管してください。

※2…WISC検査は今和6年 7月 I日以降、新版K式・田中ビネーは今揮8年 I月 I日隊降の検査結果の写しをご提出してください。
※通級から支援学級へ変更希望で申請する場合は、診断名の記載のある資料 (④⑤④)のいずれかをご提出してください。

O=兇須  △=すでに持っている (受給している)場合は捲須

載する場合は、診断名の記
現在の状況 と相違ないもの、最新のものをご提出ください。
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△

△

④
専
F]

医

の

※ 診

病 断

院 書
の の

様 写

式 し

て
｀

可

O

○

O

○

△

△

③

イ国イ固
別 別

の の

指 教

導 育
⌒ 計 支
2函 援
年
に
計

分 の画V写 L

し

※ I

O

O

○

O

O

○

O

O

②
校

園

内

半」

定

報
⌒告

様 書

式

4

○

○

○

○

O

○

O

O

①

実保
態護

調者

査言E

票人
⌒書

様 類

式
~

3

O

○

○

○

O

○

O

○

提出種類

障害種別

視覚障害

聰覚障害

肢体不自由

病弱・身体虚弱

矢口的障害

言語障害

自閉症

情緒障害



ｌ
ω
Ｐ
Ｉ

今和8年度就学支援委員会 申請書類対照表
③通級指導教室 O=挺須  △ =すでに持っている (受給 している)場合は雖須  x=不 要

は 、

と相違ないもの、最新のものをご提出ください。

※ I…「個別の教育支援計画」・「個別の指導計画」の写しについて、2年分をご提出してください。

保護者捺印のある原本は挺ず学校・園にて保管してください。

(新規申請者は今年東分のみでも可)

※ 2…WISC検査は今和6年 7月 1日 以降、新版K式・田中ビネーは今和8年 1月 1日 以降の検査結果の写 しをご提出してください。
※ 3…学習障害の疑いで申請する場合は、知能検査の結果を踏まえた上で委員会までご連絡 してください。とdi― Rを 追加提出依頼する場合があります。

※根拠に診断
の写 しが捲撃

名を記載する場合
です。現在の状況

○
保
護
者
の

承

諾

書

様

式

5

O

O

O

○

○

○

○

O

O

②
本通
人常
保学
護級
者ヘ

のの

意異

見動

書 に

⌒係

様 る

式
6

×

X

×

×

×

X

×

×

×

①
⌒様
医式
療第
的 7
ケ号
ア
を

必

要

と

す

る

子

×

X

×

×

×

×

×

×

×

⑩
⌒ 各

療 種

育手
・帳

身

体

精

神

の

写

し

△

△

△

△

△

△

△

△

△

⑨
S

M
⌒社
※冊 会

今 子 生

和 の活
8提 能
年 出力

度 は検
の不 査

も要結
の
V果

○

O

O

○

O

○

○

○

O

⑥

^吾

=エ
語機

聰 能

覚検

士査
に結

検 よ果
査 るの

の  写
結  し
呆

×

×

×

×

〇

×

×

×

×

⑦

^矢ロ
W能
I検
S査
C・`
発

田新達

中版検
ビ K査
ネ式 の
I ｀写
等  し

※ 2

O

○

○

○

O

O

O

○

O

④
療

育
に

関

す

る

意
⌒見

障書

害 の

福 写

祉 し

課

△

△

△

△

△

△

△

△

△

⑤
特
冴u
の児

写童
し扶

養
⌒手
こ当
ど認

も定

未診

来 断

課 書

△

△

△

△

△

△

△

△

△

④
専

F日

医

の

※診

病 断

院書
の の

様 写

式 し

で

可

○

○

○

O

△

△

△

△

△

③

イ固イ固
別 別

の の

指 教

導 育
⌒ 計 支
2面 援
年
ヒ
計

分 の画V写 ヒ

し

※ I

O

O

○

○

O

O

○

O

○

②
校

園

内

半」

定

報

^告
様 書

式

4

○

○

O

O

○

O

,O

○

○

①

実保

態護

調 者

査記

票人
⌒書

様 類

式
日

3

○

O

O

O

O

O

○

○

○

障害種別

視覚障害

聰覚障害

肢体不自由

病弱 。身体虚弱

言語障害

自閉症

情緒障害

学習障害 ※3

注意欠F名 多動性障害



今和8年度就学支援委員会 申請書類対照表
④通常学級

※ I・・・「個別の教育支援計画」 。「個別の指導計画」の写 しについて、2年分をご提出してください。

保護者捺印のある原本は雖ず学校・園にて保管 してくださぃ、

※2…昨年度からの変更点として、②校内判定報告書の提出が追加されています。

○=蜂須  △=すでに持っている (受給している)場合は蜂須 不要

(新規申請者は今年度分のみでも可)

―
い
Ю
Ｉ

○

保
護
者

の
承
諾
書

（
様
式

５
）

O

②

通
常
学

級

へ
の
異
動

に
係
る

本

人
保
護
者

の
意

見
書

（
様

式

６
）

○

①
様
式
第

７
号

（
医
療
的
ケ
ア
を
発
要
と
す
る
子
）

×

⑩

各
種
手
帳

（
療
育

・
身
体

・
精
神

）
の
写
し

×

⑨

Ｓ

・
Ｍ
社
会
生
活
能
力
検
査

結
果

提
出

は
不
要
）

８
年
度

の
も

の

（
冊
子

の

※
今

和

×

③

言
語
機

能
検
査
結
果

の
写
し

（
言
語
聰
覚
士

に
よ
る

検
査

の
結

果
）

×

⑦

知
能
検
査

・
発
達
検
査

の
写
し

（
Ｗ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
、

新

版
Ｋ
式
、

田
中
ビ
ネ
ー

等
）

×

⑥

療
育

に
関
す

る
意

見
書

の
写
し

（
障
害
福
祉
課
）

×

⑤

特

別
児
童
扶
養

手
当
認
定
診

断
書

の
写
し

　

（
こ
ど
も
未
来
課
）

×

④
専
門
医

の
診
断
書

の
写
し

※
病
院

の
様
式
で

可

×

③

「
個

別

の
教
育
支
援
計

画
」

「
個

別

の
指
導
計

画
」

の
写
し

（
２
年
分
）

※ I

O

②
校

（
園

）
内
判
定
報
告
書
（
様
式

４
）

○ ※2

①

【
保
護

者
記
入
書
類
】

実
態

調
査
票

（
様
式

３
）

×

障害種別

通常学級



様式 I号

○ ○ 第 ○ ○ 号

今和 8年 ○ 月OO日

糸満市教育委員会

教育長 殿

糸満市立OOO学校(園 )
校 (園 )長   00 00 印

今和8年度「糸満市就学支援委員会」への資料の提出について

みだしのことについて、別紙の通り該当する幼児児童生徒の関係資料を、本人
・保護者

同意のもと提出いたします。つきましては、「糸満市就学支援委員会」において判定をお

願いいたします。

-33-



様式 2 ※学校は一覧表のエクセルデータを下記の校務支援フォルダヘ格納+紙媒体も提出 (2回 日以降の提出は紙媒体のみでOK)※ 幼児教育施設は紙媒体のみの提出
【新校務系共有フォルダ >委員会学校共有フォルダ >旭、学校 。大度分校 。中学校 >各学校 >R8.就学支援委員答騎推中岳L
(個人情報保護のため他校のファルダは開くことができません)

今和 8年度判定申請一覧表(I) 記入例 言こ人 口  今和 8年 4月 14日
学校 (園 )名 糸満市立○○学校 (園 ) (提 出書 類 の 確 訳 )

□ :提出予定  × !提出なし○ :提出

Ｉ
ω
心
Ｉ

結 考

※提出が遅れる場合
は、養ず「提出予定
日・理由」を記入する

こと

構告検査

【

8/15WISC検査予定の
ため、その後提出予定

保
護
者

の
承
諾

l。

○

○

【○

磯
□

通
常

学

級

用
意
見
書

×

×

×

○

×

×

（
医

ケ

ア
児
）

様

式
第

７

○

×

×

×

×

×

各

種

手

帳

の
写

し

○

O

×

×

×

×

Ｓ

　

一

○

○

○

×

O

□

し
査

果

の

×

×

O

×

×

×

⑫

日W検 次E
中 I査 繊
ビ S結 移
ネ C呆 :査
I ・の・

等 K写 完
ツ
式 し達

○

○

○

×

○

⑨

療

育

に
関

す

る

意

見
書

の
写

し

×

×

×

×

×

×

∪

認 特

定 別

診 児

断 童

書 扶
の 養

写 手

し当

O

○

×

×

○

×

⑬

専

門

医

の
診

断
書

の
写

し

○

×

×

×

○

×

⑨

面
個

O

O

O

○

O

③

画
個

O

O

〇

O

○

⑫

校

（
園
）

内

就

学

判

定

報

告

書

O

○

○

O

O

∪

Ｆ
保

護

者
】

実

態

調

査

票

○

○

O

×

O

□

新規
または

種別変更
など

支援学級→支援学校

情緒→矢口的

新規

支援学級→通常学級

新規

新規

校 (回 )7]半Щ足

障

害

種

等

知 的

知 的

=エ

情緒

情緒

支援学校・学級
通級指導教室
の選択

①特別支援学校

②特別支援学級

③通級指導教室

④通常学級

②特別支援学級

②特別支援学級

新

学

年

中 I

′」ヽ4

′
Jヽ 3

′Jヽ 2

′
Jヽ 1

′」ヽ 1

生年月日

H17.IO.IO

H20.10.4

H21.5。 |

H22.5.15

H23.8.3

H30.4.3

性

別

男

女

男

男

男

男

tS、 りおヾな

いとまん たろう

しまじり はなこ

おきなわ いちろう

やまだ じろう

しまじり さ,Sミ ろう

さとう さとこ

名 前

糸満 太郎

島尻 花子

沖縄 一部

」J田  次郎

島尻 三貞ト

佐藤 さと子

No

I

2

3

4

5

6

7

8

9

I O

II

I 2

I 3

I 4

I 5



①様式3-l

R8年度 糸満市就学支援実態調査票 (保護者用)

今 和 年

糸満市教育委員会

月       日

【5歳児用】
言己入日

保護者氏名 (記入者 )

5歳児

長
り
 宅な

男

女

生年

月日

平成

今和
年   月   日 歳   か月

棟豊者負宅 続柄 職業

現住所

園(施設)名

進学予定校

家族構成

主に本児の世話に当たっている人 :

本

人

・
保

護

者

の
意

見

I.

2.

3.

4.

特別支援学校 (

特別支援学級 (

通級指導教室 (

通常学級

視覚

視覚

視覚

・ 聰覚  ・ 矢口的  ・ 肢体  ・ 病弱 )
聰覚 ・ 矢口的 ・ 肢体 ・ 病弱 ・ 言語 ・ 自閉症 ・ 情緒 )

聰覚 ・ 肢体 ・ 病弱 ・ 言語 ・ 白閉症 ・ 情緒 。LD・ ADHD )

※園と相談の上、 助 所ヽにOを お願いします。

ヽ
４
３

本人の思い (聞 き取 りでも可)

本人・保護者さまの考えを、具体的にご記入い

ただきますようお願いします。就 学 について たいこと 9■

,

】
,

,

(I)療育手帳

(2)身体障害者手帳

|。 発達等が気になり始めた時期    (   歳    力月頃 ・ 気になることはなかった )
2。 これまで発達について、気になると言われたことや相談したことはありますか。

(1)あ る

(乳幼児検診 ・ 学校 ・ 児童相談所 ・ 教育センター ・ 大学 ・福祉事務所  ・

その他 (                               ))

(2)な い

3.2で (I)を 選んだ方へ、捲要があれば、関係機関へ糸満市教育委員会が相談履歴を照会してもよいですか。

(1)は い      (2)い いえ

4.下記にういて持っていますか ※持っている場合、写しを〆
等   級

等   級

B

(AI:

Tr雀 〔

雲 直

…
― ― れ 組 颯

…
鷹 類

r五
離 奪 H颯 諄 颯 掘 蠣 噸 H、

所持している場合は、コピーを提出してください。
等級のわかるところをお願いします。
身体障害者手帳を所持している場合は障害名
の記入もお願いします。
(例 :体幹の機能障害により歩行が困難なもの)

ｉ

簿

■

１

障

Ｂ

を

，

ガ

な
　
級

．

生
ロ

障

等(3)精神障害者保健福祉手中長 ( I級  2級   3級  )

5。 特別児童扶養手当てを受けていますか  (受けている ・ 受けていない)
※受けている場合、特別児童扶養手当認定診断書の写しを提出 (受給証明書は捲要ありません)

6.児童発達支援 (児童デイ)を利用しています力や
5-( 
利用している 。利用していない )



家

庭

で

の

様

子

食事

着脱や人浴

′

家での生活の様子や一人でできることこできな

いことなどを教えてください。
打
脅

く`て
「

ヽ

排泄

意思の伝逹

r ヽ
4

B

B

嘉
韓
H

:

B

1

ヽ

言葉でのやり取り1まどうですか ?
単語・二語文・簡単な会話・普通の会話、

言葉はないが、理解の面ではどうか等具体

的に教えてください。
‐
′

兄弟や親族等との

関わりの様子

′
E口 嶽 B“ 重 中

“

ロ ロ と 口 輌 E盛
“

E臨
“

a衛 ― 皓 重 0

要

票 譴 露 ″ 受

1鶴

弓 げ
与 宅 豪

科

だ 汎

｀ 麟 -4-― HJ― ― 曝 BE― BH市 ,H― 疇 臨 嗣 B雪 嘔

ヽ
お
E

E

換
「
′

行動の特性
′

a

H

8‐‐澪====
i興味
・関心の状況はどうですか?

｀ H=“ 噂 ― ‐ 日 日 ‐ 患 HB4雪 BBH

“
′

運動・動作 彎■ミミミと、三:五]二貿
=∴
颯…

ヽ

B

B

B

ど
'

①様式3-l 糸満市教育委員会

【5歳児用】 幼児氏名 ( )  園(施設)名 (

(その :こ っていること

-36-



①様式3-2

R8年度 糸満市就学支援実態調査票 (保護者用)

今和 年

糸満市教育

月

会

日

【小学 I・ 2年生用】
言己入日

保護者氏暑 (記入者 )

学級・学年

ふ り が な
氏  名

通常・通級・特支 (  ) 年  組 男

女

生年

月日

平成

谷和
年   月   日 歳   か月

挟峯者負名 続柄 職業

現住所

糸滴市
電 話
番 号

自 宅

携 帯

小学校名 担 任 名

転校予定

家族構成

主に本児の世話に当たっている人

本

人

・
保

護

者

の
意

見

１

２

３

４

特別支援学校

特別支援学級 (

通級指導教室 (

通常学級

の

視覚  ・ 聰覚
視覚 ・ 聰覚

視覚 ・ 聰覚 ・

・ 矢口的  ・ 肢体  ・ 病弱 )
・ 矢口的 ・ 肢体 ・ 病弱 ・ 言語 。 自閉症 ・ 情緒 )

肢体 ・ 病弱 ・ 言語 ・ 白閉症 ・ 情緒 ・ LD・ ADHD )

※学校 と相談の上、 |か所にOを お願いします。

t‐

い

千｀ヽミここヽ

本人・保護者さまの考えを、具体
ただきますようお願いします。

ヽ

的にご記入しヽ B

ついて t

B

ロ ロ ロ 劇 撃 HE百 撃 4aH“ 車 強 BH缶 口 と 嶺 0こ ″

る場合、写 しを

級 ( AI

I.発達等が気になり始めた時期    (   歳    ヵ月頃  ・ 気になることはなかった )
2.こ れまで発達についてて気になると言われたことや相談 したことはありますか。

(I)あ る

(乳幼児検診 ・ 学校 ・ 児童相談所 ・ 教育センター ・ 大学 ・ 福祉事務所  ・

その他 (                              ))

(2)な い

3.2で(1)を選んだ方へ、X要があれば、関係機関べ糸満市教育委員会が相談履歴を照会 してもよいですか。

(1)は い      (2)い いえ

4.下記について持っていますか

(1)療育手帳

ヽ
1

子                  
『

「 協語除熱傷癖賂嘉嚢象とょり歩行が困難なもの)

※持ってい

等

等

障 害

H

青

獨

1

璃(2)身体障害者手帳
級 Ⅲ級Ⅲ

名
｀

‐ 産 Hd― 盛 二 B遭 ― Ha― L雪 颯 E瑕 磯 申 日 雪 薄 ‐
メ

(3)精神障害者保健福祉手帳    等   級 ( 1級  2級  3級  )
5.特別児童扶養手当てを受けていますか  (受 けている ・ 受けていない)
※受けている場合、特別児童扶養手当認定診断書の写 しを提出 (受給証明書は雖要ありません)

6.児童発違支援 (児童デイ)を利用 していますか37-( 利用 している 。利用 していない )

(

(



①様式3-2

【小学 l・ 2年生用】児童氏名(

糸満市教育委員会

)  小学校名 (

家

庭

で

の

様

子

食事

着脱や入浴

排泄

意思の伝達

‡
E

E

言葉でのやり取りはどうですか ?
単語・二語文・簡単な会話・普通の会話、

啜
、
と

: 言葉はないが、理解の面ではどうか等具体

的に教えてください。 J

“
′

兄弟や親族等との

関わりの様子
く

一番関わりのある家族との様子や、

家庭での人との関わり方を教えてください。

B

B

日
4

▼
テヽこ

行動の特性

ヂ
鳳

rぼ

「 '

興味:関心の状況はどうですか?
n

‐Ⅲ
== B

″
強彎
“ _ヽB4_ぃ 鷹‐由Hai“ _建 と _‐ a

運動・動作

′
J

i

4

B

手

二

喝鳴留皇■富 ぜ
ヽ

体の発達・動きの面はどうですか ?

学習面

′
゛ ― ― ― ― 藪

“

BH―
■
日 苗 重 電 車 ― HE重 増

“‐
T尋
■
=fffr三二三二

J 釧写&整登ぞ
壱量£懇つていることな

～
、

E

担
J

B

′ヽぃ

の に J、 つ て t る と

-38-



①様式3-3

R8年度 糸満市就学支援実態調査票 (保護者用)
糸満市教育委 会

言己人日

保護者氏娼 (記入者 )

年 月今和 日

【小学3-6年生用】
学級・学年 通常・通級・特支 (  ) 年  組 男

　
女

生年

月日

平成

今和
年   月   日 歳   か月

ふ り
氏

が な

名

ら、り  が な

保護者氏培 続柄 職業

現住所

糸満市
電 話
番 号

自 宅

携 帯

小学校名 担 任 名

転校・進学

予定
( )′

「

※転校の予定があれば記入する

n―後
…
Ⅲ…r― ― “

‐嵐
―
嶺
“
H、

何らかの事由があるときのみ、保護者に代  B
わり代理者が記入してください。     

「

兄 人 、 人
〔

祖父   祖母 その他
Ⅲ ″ "工

Ⅲ "a嘱
― B軍 -4-“ 掘 盛 ‐ 口 ″

代理記入者 (本人 との間柄 :

家族構成

本

人

・
保

護

者

の
意

見

１

２

３

４

特別支援学校 (

特別支援学級 (

通級指導教室 (

通常学級

視覚  ・ 聰覚  ・ 矢口的  ・ 肢体  ・ 病弱 )

視覚 ・ 聰覚 ・ 矢口的 ・ 肢体 ・ 病弱 ・ 言語 ・ 白閉症 ・ 情緒 )

視覚 ・ 聴覚 ・ 肢体 ,病弱 ・ 言語 ・ 白閉症 ・ 情緒 。LD・ ADHD )

※学校 と相談の上、 |か所にOを お願いします。

本人の思い (聞 き取 りでも可 )

つ い い こと ゝ 二`■1三

本人・保護者さまの考えを、具体的にご記入い

ただきますようお願いします。「

ヽ
と

|.発逹等が気になり始めた時期    (   歳    力月頃 ・ 気になることはなかった )

2.こ れまで発達について、気になると言われたことや相談したことはありますか。

(I)あ る

(乳幼児検診 ・ 学校 ・ 児童相談所 ・ 教育センター ・ 大学 ・福祉事務所  ・

その他 (                              ))

(2)な い

3.2で (I)を選んだ方へ、X妥があれば、関係機関へ糸満市教育委員会が相談履歴を照会してもよいですかと

(I)はい     (2)い いえ

4.下記について持っていますか ※持っている場合

(I)療育手帳

(2)身体障害者手中長

等

等    級

写しを耳

AI I
〕

J

(

( I

所持している場合は、コピーを提出してください。
等級のわかるところをお願いします。
身体障害者手帳を所持している場合は障害名
の記入もお願いします。
(例 :体幹の機能障害により歩行が困難なもの)

ヽ
Ｉ

Ｂ

Ｅ

Ｂ

ａ

日

Ｅ

▼

′

宅
　
級

害障

等

ヽ
И(3)精神障害者保健福祉手帳 ( 1級

贈 幽

gtt「
ぅ

‐ 磐 a譲 豪 類 L菫 藍 ヨ Eと 但 出 お

5.特別児童扶養手当てを受けていますか  (受 けている ・ 受けていない)

※受けている場合、特別児童扶養手当譴定診断書の写 しを提出 (受給証明書ではありません)

6.児童発達支援 (児童デイ)を利用 していまする。
9~( 
利用している 。利用していない )



①様式3-3

【小学3-6年生用】児童氏名( )  小学校名 (

糸満市教育委員会

)

基本的な

生活習慣

″

宝
H

J

H

ヽ
Ｂ

Ｅ

Ｒ

Ｂ

Ｈ

｀ 4

家での生活の様子や一人でできること・できな

いことなどを教えてください。

運動・動作
,

ヽ
Ｒ

Ｅ
と

体の発達・動きの面はどうですか ?I

~ti■
ttt

意思の伝達

言葉でのやり取りはどうですか ?

単語・三語文・簡単な会話・普通の会話、

言葉はないが、理解の面ではどうか等具体

的に教えてください。

ヽ
４

′
ｒ

予
′

E

B

‐ トミミミミここと

ゝ

兄弟や親族等

との関わ りの

様子

′
|

H

く
ヽ

一番関わりのある家族との様子や、

家庭での人との関わり方を教えてください。

ヽ
‐

Ｂ

Ｈ

ａ

ｒ

′

行動の特性

‐‐=====
興味・関心の状況はどうですか?

|

B

´

B

B

学習面 “守,守
=ギrffここここと

お
 即 ξ遠[民

霊晋虐星裂烹哲生丞
ヽ
B

I

野
書

"′
ヽ

′
~

-40-
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①様式3-4

R8年度 糸満市就学支援実態調査票 (保護者用)

今 和 年

会

日

糸満市教育

月

【中学生用】
記入 日

保護者氏名 (記入者)

学級・学年 通常 ,通級・特支 (  )  年  組 男
　
女

生年

月日

平成

今和
年   月   日 歳   か月

ε竜
り
宅
な

撫坐者負宅 続柄 職業

現住所

糸満市
電 話
番 号

自 宅

携 帯

中学校名 担 任 名

転校予定

家族構成

主に本児の世話に当たっている人 :

I.特別支援学校 ( 視覚
2.特 別支援学級 ( 視覚
3。 通級指導教室 ( 視覚

4.通 常学級

・ 聰覚  ・ 知的  ・ 肢体  ・ 病弱 )
聰覚 ・ 矢口的 ・ 肢体 ・ 病弱 ・ 言語 。 自閉症 ・ 情緒 )
聰覚 ・ 肢体 ・ 病弱 ・ 言語 ・ 白閉症 ・ 情緒 ・ LD・ ADHD )

※学校 と相談の上、 |か所にOを お願いします。

本

人

・
保

護

者

の
意

見

いの

つ い い こと

本人・保護者さまの考えを、具体的にご記入しヽ  ヨ

職 ― 輸 は れ 由 振 0日 歳 れ 韓 磯 ― 珈 確 0は 転 哺 由 虚 B、

t

ただきまずようお願いします。4■ミ三二
i…
Hと 。 LH苗 寇

“
ね れ 白 4--4HatEE― ― 基 デ

|.発達等が気になり始めた時期    (   歳    ヵ月頃 ・ 気になることはなかった )
2。 これまで発逹について、気になると言われたことや相談 したことはありますか。

(1)あ る

(乳幼児検診 ・ 学校 ・ 児童相談所 ・教育センター ・ 大学 ・ 福祉事務所  ・

その他 (                           ))

(2)な い

3.2で (I)を 選んだ方へ、姓要があれば、関係機関へ糸満市教育委員会が相談履歴を照会してもよいですか。

(I)はい     (2)い いえ

4.下記について持っていますか ※持っている場合、写しをr

5.特別児童扶養手当てを受けていますか  (受けている ・ 受けていない)
※受けている場合、特別児童扶養手当諷定診断書の写 しを提出 (受給証明書ではありません)

ａ

ｇ

Ｂ

Ｊ

(2)身体障害者手帳

ヽ

ヽ
4

′

( AI

(

( I

6.児童発達支援 (児童デイ)を 利用しています在`41-( 琴」用 してし|る 。禾u用 していない )

(I)療育手帳
所持している場合は、コピーを提出してください。
等級のわかるところをお願いします。
身体障害者手帳を所持している場合は障害名
の記入もお願いします。
(例 :体幹の機能障害により歩行が困難なもの)

級
　
級
　
名害

等

等

障

(3)精神障害者保健福祉手帳    等   級 ( I級  2級   3級  )
｀

｀ 町 EEH遭 中 爾 颯 颯 ヨ 密

“ “

重 ― J HttBと 口 譲 由

…



①様式3-4

【中学生用】 生徒氏名 ( )  中学校名 (

糸満市教育委員会

)

家

庭

で

の

様

子

基本的な

生活習慣

r口
naH― HJ― Bい と 虫 L由

“
百 薄 監 蟷

… “
嗜 ―

<: 蚕ご』すぎき駅寛琵活ぞできること・できな
ヽ
ニ
と
こ
と
,

E

E

1

｀
"B顧

蕉

“
=a工 車 磯

“

慮 ロ ロ ぬ 強 い 患 颯 ― B‐ 車

′
″

運動・動作

r
重

J“

「

‐ L H JttH a菊 と 日 HHEBH― 歳 増 日 は ―
、

体の発達・動きの面はどうですか ?      |
E

′

意思の伝逹

′
EB口 嘱

“

口

「

コ EE4-― ― ― 雲 ‐
“

日 ―

1豆藝こ塞ぎ望盤 峯靴 会詠

囀
、

ヽ

言葉はないが、理解の面ではどうか等具

体的に教えてください。

｀ ロ ロ と 置 口 0-― い 臣 車 E Ett B五 日 EB― 予
′

兄弟や親族等

との関わ りの

様子

!くミ、|を建重F乏盪言語蕩垂壕詈項ここ
::rT~il

｀ い と 凛 車 工 E― BOと 臨 機

`由
aと 由 0と 出 4 attH― ´

行動の特性

・‐B=|=itFi・
関心の状況はどうですか?ニ

学習面

′
B

B

“‐●脅~=言frrrrrffJ
ヽ

音読の練習や宿題をさせる時気になつたこ

‐
、

とや他の兄弟と比べて気になつていることな

どを教えてください。
予
▼

の に って い

-42-



②様式4-|

【5歳児用】

増持ギ
=三三主

記入日 今和

・ 病弱 )

病弱 ・ 言語

白閉症 ・ 情緒

※本人・保護者と の上
→
添付してくださ

4

′

Bどのような面で介助が必要なの
1か ?具体的に記入すること。

年

・ 自閉症 ・ 憶緒 )

・ LD ・ ADHD )

と卿 ふ茎2重i塗腱 上 去

糸満市教育委員会

月       日

R8年度 園内就学半Jゼ敏咎
q園ず り |だ

部`

特別支援学校 ( 視覚

特別支援学級 ( 視覚

通級指導教室 ( 視覚

通常学級

結果に至つた根与
''預

0

園名・園長名

・ 聴覚  ・ 矢口的  ・ 肢体

聰覚 ・ 矢口的 ・ 肢体 ・

聰覚 ・ 肢体 ・ 病弱 ・ 言語

１

２

３

４

ヽ

障害の状態、教育的ニーズ、学校や地

域の状況、保護者や専門家の意見争

を踏まえ決定。 井 1

E

E

H

B

H

I

具体的かつ客観的判断に基づく根拠を

示すようにしてください。(WiSCや新版K式

等の検査結果や専門医の診断書等)
ど ※根拠として報告する資料は必ず添付し

てください。

町√
む瀬HHag瀬とH

H

1

「
〕

保 と の ′
亀 可能な範囲で、障害理解の状況や

ヽ

４

Ｈ

Ｈ

′
‐―偏 'い

工J′b身の健康面、家庭の状況等を記
H…

… “

車 BH、
れ
… …

― い 口 EEと 颯 J“ 日 ― ど ― En

5歳児

氏
り が な

名

男

　

女

生年

月日

平成

今和
年   月   日 歳   か月

撫髪者負斃 続柄 職業

園 (施設)名
園 (施設 )

電話番号
担 任 名

進学予定校 ( )小学校
※転居の予定があれば記入する

※逢字先は逸字区域を確繋し、指定校を

園

内

就

学

判

定

の
結

果

食事

着脱や人浴

園

〕,泄
生

活

の

様

子

等

意思の伝達

交遊・遊び・決ま

りを守る等の様子

行動の特性

運動・動作

I.全面介助

2.一部介助

3.声 かけ 。見守 リ

4.完全に一人でできる

I.全面介助

2,一部介助

3.声 かけ・見守り

4.完全に一人でできる

1,全面介助

2.一部介助

3.声 かけ・見守り

4.完全に―人でできる

I.発声はある

2.簡単な指示は理解でき

るが、発語がない

3.単語が数個言える

4.簡 単な会話ができる

5.普通に会話ができる

′ …

〔 ‐ 日 a雪

“

嗜 B爾 ‐ ― aほ

TttE暇

1豆壽i撃髯墾雲峯を通あ会
ヽ

｀`
==
H“‐ど 話、言葉はないが、理解の面ではどう
｀ヽ、_、 か等具体的

に記入すること。

ヽ __m_コ ロ 畷 磯 摩 ‐ Bロ ロ エ 揮 a‐ 驚…
′

′
轟
a

集団への参加の状況

・積極性、促しで参加可能か ?
・ルールの理解は?

ヽ
１
４
』

爵
Ｂ

ヽ

d…雪
=ミミ
「
“
興味・関心の状況

HT,

F

,1

ぉ

「

F=
体の発達・動きの面は?   :



②様式4-2

【小学 l・ 2年生用】

※この資料の内容を保護者へご確認のうえご提出して

R8年度 校内就学判定報告書 (学校用) ①
記入日  今和

糸満市教育委員会

月       日年

学校名 。学校長名

学級 学年 通常・通級・特支 ( ) 年 組 男 年

日

生

月

平成

今和
年   月   日 歳   か月

ら、 り が な
氏  名 女

棟髪
お`

者氏 v丙
職業

現在の在籍学級、通級の状況を記入する。

学校名 学校電 号 担  任

転校予定 (いつ 。どこヘ )  ※転校の予定があれば記入する

校

内

就

学

判

定

の
結

果

食事
2,一部介助

3.声かけ・見守り

4.完全に一人でできる

面

着脱や人浴
2,一部介助

3.声かけ 。見守 り

4.完全に一人でできる

学

校

生

活

の

様

子

等

排泄
2.一部介助

3.声かけ・見守り

4.完全に一人でできる

は る す
0~H‐ ‐ HEO~と EE‐ ‐ ― LBH磯 と ‐

1豆藷二撃 髯笠館峯亀通の会話、
ヽ
４

Ｂ

Ｈ

樹

Ｈ

‥

′

意思の伝逹

2.簡 単な指示は理解でき

るが、発語がない

3,単語が数個言える

4.簡単な会話ができる

5,普通に会話ができる

」 言葉はないが、理解の面ではどうか等具

1 体的に記入すること。
｀ 雪 麟 ‐ と Bれ H EttB“ 喜 癬 雪 癬 と 0重 霞 曽 い

交遊_・ 遊び・決ま

りを守る等の様子

1

|

,

集団への参加の状況はどうですか?
・積極性、促しで参加可能か?
・ルrルの理解は?

0薄霞4轟
、

行動の特性
「
興味 関心 の状況

「
ま ,

れ 環
ヽこ 瞬 ′

運動・動作
体の発達・動きの面は?

凛
a

疇B

の

Ⅲ ′ Ⅲ ｀
｀ ‐ E学習面

E

′
B

BI

秀でたものや日立
つことなど

r
B

ェ望盟B―‐

「

0と
'

可能な範囲で、障害理解の状況や心身の健康

面、家庭の状況等を記入

の

「

‐

｀ 颯 BHH磯 凛 強 嗜 増 車

“

蒻 ata笙 ‐ 臨 H-4曝 n,

ヽ
E

B

|

,



②様式4-3

【小学3-6年生用】

※この資料の内容を保護者へご確認のうえご提出し い

R8年度 校内就学判定報告書 (学校用)
記入 日  今和 年

糸満市教育委員会

月      日
学校名・学校長名

学級 。学年

ら、 り が な
氏  名

通常・通級・特支 (  ) 年 組 男 生年

月日

平成

今和
,'P''

1年   月   日 歳   か月
女

棟坐君 現在の在籍学級1通級の状況を記入する。 協柄E 職業

学校 番号 担  任

転校・進学

予定
( )   ※進学先は通学区域を確諷し、指定校を/   

記入する      :

校

内

就

学

半J

定

の

結

果

|.特別支援学校 (
2.特 別支援学級 (
3.通級指導教室 (
4.通 常学級

視覚ヽ

視覚

視覚

・ 聴覚

・ 聰覚

聴覚 ・

・ 矢口的  ・ 肢体  ・ 病弱 )
,知 的 ・ 肢体 ・ 病弱 ・ 言語 ・ 自閉症 ・ 情緒 )
肢体 ・ 病弱 ・ 言語 。自閉症 ・ 情緒 ・ LD・ ADHD )

※本人・保護者 と相談の上、 |か所にOを お願いします。

結果 | 至 た根拠
r'ご雪扇尾置葛藩葛f耳て:こ覆

~増

挙
付 して

B

くだ ヽ
B

B

B

H

日
E

静
′

つ

具体的かつ客観的判断に基づく根拠を

示すよう「こしてください。(WiSCや新版K式

等の検査結果や専門医の診断書等)

※根拠として報告する資料は必ず添付し

てください。
Ц

や地域の状況 保護者や専 F弓 家の  B
・卜、せ

お
意見等を踏まえ決定 J

,
と ―
'

ヽ
、

学

校

生

活

の

様

子

等

基本的

生活習慣

I.全面介助

2.一部介助

3.声かけ・見守 り

4.完全にす人でできる 。4Ч

:

| 自立・介助・一部介助なのか ?
t

B

I
,ど どのような面で介助が必要なのか?

|

▼IB曜―E4

意患の伝達

I.発戸はある

2.簡 単な指示は理解でき

るが、発語がない

3.単語が数個言える

4.簡単な会話ができる

5.普通に会話ができる

でのやり取りはどうか?

‐
、
ロ
E

B

Iれ二玉

=
ヽ

†威黙・簡単な会話・普通の会話、言葉はな

いが、理解の面ではどうか等
,

′

運動・動作 事ミ望翌翌をとBBB
=鍮
H

口a』

集団への参カロの状況
・積極性、促しで参加可能か?
・ル
=ル
の理解は?

E BttB“ 重 Eと 日 ど こ と 四 コ EEaEEE″

rH囁
こ 暉

r~B4Bお
颯 螂 B、

興味・関心の状況は? H

B'

交遊・遊び・決ま

りを守る等の様子

行動の特性

学習面

国語 算数 その の

′

…
いい工い' 当該学年の学習の様子・領域別の理解に偏り

があるか?
・テストの点数等

ヽ
i

E

E

E

イ
▼

中鳴町_a
薔
B

ヽ

=‐
B

B

秀でたものや日立
つことなど

4

H

I

B「
ヽ田 疇 颯 傷 口 顧 ― い お 雪 ´

´
♯
守
口
■
~H衛

=凛
“

J― H tt T口
“
― B廊

ヽ

重"B===
可能な範囲で、障害理解の状況や心
身の健康面、家庭の状況等を記入

I

,

｀ ― EEO― ― ― E n attB― BH重 ― 撃 い

保護者 との連携状況
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②様式4-4

【中学生用】

※この資料の内容を保護者へご確諷のうえご提出し

R8年度 校内就学判定報告書 (学校用)
い

記入日  今和 年 月

糸満市教育 員会

日

学校名・学校長名

学級 。学年

ふ り が な
氏  宅

通常・通級・特支 (  ) 年  組 男 生年
月日

平成

今和
年   月   日 歳   か月

,″

′
▼ 女

換坐者 現在の在籍学級、通級の状況を記入ずる。 職業

学校名 学校電話番号 担 任

転校予定 ( )   ※転校の予定があれば記入する

校

内

就

学

判

定

の
結

果

|.特別支援学校 ( 視覚

2.特 別支援学級 ( 視覚
3.通級指導教室 ( 視覚
4.通 常学級

聴覚 ・ 矢口的 ・ 肢体  ・ 病弱 )
,知的 ・ 肢体 ・ 病弱 ・ 言語 ・ 自閉症 ・ 情緒 )

肢体 ・ 病弱 ・ 言語 ・ 白閉症 ・ 情緒 ・ LD・ ADHD )

※本人・保護者と相談の上、 Iか所にOを お願いします。

聴覚

聰覚

結果 t 至 た根子処 〆 斉 付して く 具体的かつ客観的判断に基づく根拠を示
すようにしてください。(WiSCや新版K式等

の検査結果や専門医の診断書等 )

※根拠として報告する資料は必ず添付し

てください。

つ

障害の 状態 教育的ニーズ 学校
B

Ц
ヽ

や地域の 状況 保護者や専 F弓家の B

将意見等を踏まえ決定。 ど

′
,

学

校

生

活

の

様

子

等

基本的

生活習慣

I.全面介助

2,一部介助

3.声 かけ・見守り

4.完全に一人でできる

′
‐‐‐と日缶ロロ‐a4‐日とB“

“
とほ騒とい

B 自立・介助・一部介助なのか ?
ヽ
B

H

EF_i■i■
t…

どのような面で介助が必要なのか?
|

意思の伝達

I.発声はある

2.簡単な指示は理解でき

るが、発語がない

3.単語が数個宮える

4.簡単な会話ができる

5.普通に会話ができる

´r ヽ
亀
E

1

H

B

H

J
′

1属素幕皐彗ま雪峯塩纏話、言葉はな
・・=rrfrい
が`理解の面ではどうか等

‐`担――Jと 4ヨことB‐―=“ い凛心ag彗

運動・動作
|

エ
体の発達・動きの面は?

‐轟、
と
H

B

集団への参加の状況 B

E

B

B,

積極性、促しで参加可能か ?交遊・遊び・決ま

りを守る等の様子

行動の特性 .rFff巨亜弾正島

ぽメ拳學縞きヽ1
学習面

Ⅲ。麟1 ・領域別の理解に偏り
n があるか?

! 
・テストの点数等

″ヽ

数学 そ

t

i

秀でたものや日立

つことなど

ヽ

1

1

B

E

E

B′

，
Ｅ

可能な範囲で、障害理解の状況や心身の健

康面、家庭の状況等を記入

t
凛
E

B
B

_ヽ
,

と の
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児

里

生

徒

氏名 糸満 三良ト 学年 学級 通級 担任

生年月日 平成2(7年 10月  日 | | しヒ要岳

住所 糸満市潮崎町 |― |― |

2 | 金城

3 2 ADHD 具謝

保

護

者

氏名 糸満 一良ト 4

職業 会社員 5

連絡先 OC70-× X××―OXOX× 6

家

庭

環

境

欠

席

数

を

言己

人

出

欠

状

況

h名 府 丙

支援の対象となる児童への理

解や接し方の様子、支援の手
立てを考える時の手がかりと
なりそうな事柄を記入する。

弊した

12

月
1月 2月 3月

日数 日数 日数

糸滴 ―Rト 父 会社員
糸滴 花子 母 パート
糸満 次郎 兄 中学 十年

4月 5月 6月 7月 8月
||

月
9月
月

1年 0 0 | 0 2 | 0 5 2 2 | 200 186 14
2年 5 3 7 2 5 2 I 0 | 4 3 200 167 33
3年 6 7 8 (7 8 5 3 | 0 0 0 200 153 47
4年 | 0 | 0 80 78 2
5年 0 0
6 0 0

※

最

新

情

報

を

記

入

し

て

く

だ

さ

い

障

害

名

等

の

・白閉スペクトラム症
・境界矢口能

(R7年 9月 10日 県立こども医療センター)

良好

手 の 日・級な
身体障害者手帳 種 級  交付日
療育手中長AI A2 BI B2  交付日
精神

月 果 実施した検査を記入する。
実施日、実施者 (機関)、 結
果も記入しておく。

・WISC― V知能検査 (R7.9.| こども医療センター)
FSIQ:85、 VCI:77、 VSI:80、 FRI:72、 WMI:87、 PSI:86
・S― M社会生活能力検査 (R8.4.25)
生活年齢:6歳 0か月、SQ:74、 SA:4-5

諸

検

査

育

歴

本日

談

歴

の い・ ヽ｀

・3歳より発達支援センターOOの通園藤育
・就学前にこども医療センター受診。「こだわり

友逹と仲良く、勉強も頑 5長りたい。

の強さ」、「ていねいで分かりや
切さ」を指摘される。

定期健診や相談機関の利用、その
際に指摘されたことやその後の対応
の経過などを記入する。

して自立してほしい。

良
ヽ`

面

じ の活 | い は tヽ い ア

に取り組み、やり遂げるこ 後まできちんとこなす。 が、数人の児童が常に気 利用し、異年船の子たちと
とが
‐
ご
「学習画」「行動面」等のそれぞれの観点から、対象児の得意なことや好きなことなども記入
する。具体的な支援の手立てを考える際の有効なヒントとなることがある。

妥

改

善

の

面

・時間や状況に腐じて課

題を切り上げることが苦手
である。

・写′イ炭の他児童の些細な

ルール違反について言い

続けることがある。

・行予ヤヤ足の変えを樫

端に嫌がり、教室から出る

ことがある。

・同じ服や持ち物にこだわ

りすぎることがある。

記 入 個別の教育支援計画

I プロフィールシート

OOO学 校 作成担当者 :OO

(今和  年  月 日)作成

-47-
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Ⅱ 支 援 シ

本年度の個別の教育支援計画について、保護者に説明し、

今和 年

個別の教育支援計画

月 日 学校長

OOO学 校 作成担当者 :○○

(今和  年  月 日)作成

(今和  年  月  日)評価

を洋EP

ト

児童生徒氏名

・こだわりを軽減し、見通しをもった学校生活を送る。
・他児童とのトラブルを少なくし、良好な友人関係を築く。

3年スパンで設定する目標を記入

する。学校生活人の適応、将来の

自立を考えた時、どのような力を身

につける必要があるかの観点から

設定する。

・落ち着いて予定変更を受け止め、対応できる態度を養
・協力学級でのスムーズな授業参カロ、週3日 以上の給食

支

援

目

標

主な支援方針・支援内容

つ。

長期目

短期目

長期目標を達成する過程をス

モールステップで想定し、¬年ス

パンでどの段階まで目指すのか

を示す。

学

級

学

校

校

内

・本児の理解のしやすい言葉で表記した予定表をエ

・他児童のルール違反等の指摘は、教節への代替的

学級、協力学級内でのトラブルを防ぐ。
・いらいらした時のグールダウンの場所を準備し、その利用を約

・学級内での取り組み、本児との約束事項を共有し、足並みを

実施と、本児へ励ましや賞賛を与え、安′む感を持たせる。

・学年児童や周辺児童への本児の特性等の理解を促す。

・他児童とのトラブル等について本児の気持ちを受け止める。

・学校行事や家庭での予定変更など、学校と連携し伝える。

束し、支援
学級担任

家

庭

配慮した対応を行う。
・異年船の幼児、児童生徒との放課後の活動で本児の役割等を二夫し、自己

以上の内容について同意いたしました。今和 年 月 日 保護者氏名

なく理

○○児童デイ関

係

機

関

肯定感を持たせる。

の のと

院

EP

稽

祉

・定期受診の際の療育相談、生活相談でフォローアップ て い

年度始め、作成時に保護者と確認する。

医

療

等

1年間の支援の成果を、支援関係者全体で評価し、記入する。

引継事項を含め次年度以降の計画作成の基本情報となる。

Iプロフィールシート、Ⅱ支援シートの内容及び評価につい

します。

支

今和 年

て同意いた

年度末、評価後に保護者と確認する。

、関係機関への

の

評

価

写|

継

事

項

年度末、保護者確認後、学校が確認する。
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Ⅲ 個別の指導計画 学校参考様式 ～小学校ver.～ (1年間 or l学期間 )

糸満市立OOo学校 校長 印

‥
ヽ
０
１

EP

長期日標 短期目標

評価

評価については目標の

評価と手立ての評価が

あります。日標は児童

等を主語に手立ては教
職員を主語にして書き
ます。

評価の基準を設けて記
号で記入する場合もあ
ります。 (例 :目標達
成率によって50%未満
△、50%以上○、75%
～80%◎ )

支援の手立て

各教科等の目標を踏
まえ目標達成するた
めの具体的で評価可
能な内容を設定しま
しよう。
(下学年または特別
支援学校学習指導要
領の各教科の目標を
参考)

各教科で育む資質・

能力の育成に向けて

意欲を持ち、主体的
に学習活動に取り組

む内容を具体的に記

入しましょう。

各教科の児童の自標
を達成するためにど
のような支援が必要

か記入しましょう。

(例)言葉かけ、写
真、絵カード、手順
表、拡大鏡、曲 Iマイ

ク

学習環境、教材教具
の工夫、コンピュー

ターや情報通信ネッ

トワーク等

各教科の本人の

様子 (実態)を記
入しましょう

自立活動 (自立活動の時間及び教育活動全般を通して行う)
・「教育支援計画の目標 (短期目標)(長期目標)」 を踏まえて自
立活動の①～⑥までの観点を取り入れた目標を設定しましょう
①健康の保持 ②心理的安定 ③人間関係の形成 ④環境の把握
⑤身体の動き ⑥コミュニケーション
*具体的内容は学習指導要領27項目を参照

児童生徒
kの
濫動

〇年O組 児童生徒氏名 :糸満花子

児専牛徒の様子児童生徒の目標教科

国語

算数

生活

音楽

図エ

体育

道徳

自立

活動

以上の内容に同意いたします。 保護者氏名



個別の指導計画
③【学校用】記入例

糸満市立OOo学校 校長 EP

Ｉ
り
０
１

長期目標:集回の中で過ごすことができるようになる。 短期目標 自分の思いや考えを伝えることができる。

評価

ひらんヾな、力タカナが書けるように
なってきた◎。2文語が少しずつ書
けるようになってきたO。継続的に学
習する。

2ケタの足し算は間違えることなくで
きるようになってきた◎。2桁の減法
は今後も継続して練習していく△。

横断歩迫に飛び出すことはなくなっ

たが、いつ渡ればよいか迷っている

様子がうかがえる○。

植物にとても興味を持ち、お花があ
るところに自分から駆け寄って観察
するようになってきた◎。
100円玉を持ちてコンビニで買い物
ができるようになった◎。お釣りの計

算で間違えることがあるので継続し
て学習していく△。

支援の手立て

ひらがな、力タカナのなぞり書
きのプリントを準備する。簡単
な単語とその単語を使った2
文語のなぞり書き用のプリント
を準備する。
ドリルを使って2桁の加法、減
法の計算を練習する。1円玉 |

0個と10円 玉、100円玉 10
個を準備。(プリントしたお金 )
を使って加法、減法の計算を

する。プリントを使って加法減
法の計算を練習する。
横断歩道や信号機、横断歩
道橋の渡り方等を実際に歩き

体験しながらルールを覚えて
いく。家庭と連携して歩道の

渡り方を学習していく。

季節の花 (タンポポ、シロッメ

クサ、パンジー等)身近に咲い
ている花や草木を実際に育て

観察し触れ、植物が生命を

持って成長していること。また

電子黒板や花の模型を使って

花のしくみや成長を確認する。
地域のお店まで交通ルールを

守りながら歩き、お金を使って

買い物学習をする。事前に店
目とのやt'取 りをお廂ぃ tッて

児童の活動

ひらがな、力タカナのドリル学

習を練習し、簡単な文章が書
けるようになる。

数のIF元念を学習しI桁、2桁
までの足し算、引き算のドリル

をイ子う。

1、 10、 100円 玉を使い加
法・減法を行う。

公共物や公共の乗り物につ

いて理解し、集団でのルール

を学彰Sミ。

身近に咲いている花や草木
に触れ、花の仕組みを観察し

興味・関ミを引き出す。

身近な人々(コンビニで買い

物)と コミュニケーションを図

ることができる。

〇年〇組  児童生代氏名 :糸満花子

児童の様子

ひらがな、力タカナを一生懸

命獲得しようと練習中である。

自分の思いや考えを友逹に

伝えることが苦手である。

お金の計算に興味を持ってい

る。

一本でいることが好き。

自動車にとても興味があり、
バスの番号や行き先をすべて

覚えている。

集団への活動を苦手とする。

植物について興味関′せが低
t｀。

音に敏感で騒がしい音や大き

な音にはパニックを起こす。

買い物が好きで一人でコンビ
ニに買い物ができる。

児童の目標

いや

とがて
゛
きる。

ひらがな、力タカナの読み書き
ができる。

角♀し計算おヾできる。

の い て

身近な人々、社会、及び自然
との関わりに気づき、集団で

安全に行動することができる

買い物学習を通して持ってい

るお金 (100円 )で買い物が
できる。

教科

国語

算数

生活



―
切
Ｐ
Ｉ

みんなと一緒に少しずつ歌が歌える
ようになってきたO。楽器の演奏は

個別に取り組み、「チュー1)ップ」が

弾けるようになってきた○。

線をなでってはさみで紙を切ること

ができるようになってきた◎。粘上の

触感を楽しみ好きな形を作ることが
できる△。

時間を決めて粘上工作を楽しむこと

ができる△。

前転、後転の仕方を補助しながら確
認し、一人で上手に回ることができ
た◎。50M走を言葉かけによリゴー
ルまで走ることができたO。ボール

投 tヂはフオームがまだぎこちな彰ヽが
ソフトボールを10メートル投 tずること

ができたO。ラジオ体操は教節を模
倣しながら練習中である△。

拡大の歌詞を準備する。みん

なと一緒に歌や錠盤ハーモニ

カをう寅奏することができる(イ
ヤホンを準備しておく。)

耳を抑え嫌がるようであれば

イヤホンを装着させ様子を見
る。その場に入れなくなったら

教室から出て個別室で対氏
いろいろな色が使えるよう絵
の具を準備する。好きなように

塗ってみる。

他の色を使うよう言葉かけを

する。

切り込みの場所はわかりやす
いように線を入れておく。手の

汚れ拭きにおしtゴリ等を準備
する。無理強いはしない。(ま
たはスライム、室内用砂等を

準備し慣れていく)手洗いは

タイマーを見ながら時間を決
めて取り組むことを練習中で
前転、後転の方法を絵やビデ

オ、模倣又は補助に入りなが

ら体得できるよう支援する。

たる

'E離

を明確に示す。(ス

タート、ゴール地点)

ボールの落下地点を |メート
ルごとにポイントを打つ。

ラジオ体揉は一つずつゆっく

り動きを確認しながらイ回別に

対Aする。またはビデオでの
確語や鏡を見ながら糠習す

音楽鑑賞や歌をみんなと一

緒に楽しむことができる。錠
盤ハーモニカを演奏すること

ができると

いろいろな色を使って塗り絵
を楽しむ。見本の絵と同じよう
に色を塗りはさみを使って線
に浴って切る練習を行う。ハ

サミを入れる場所がわかりや

すいように切る線を太くはっき

り書いてあげる。

粘上でいろいろな形に挑戦し

造形する。

マット運動の前転、後転がで
きる。

順番を待ってゴールを目指し
て思いっきりたることができ
る。
ソフトボールを遠くまで投げる
ことができる。
ラジオ体操を最後まで覚える
ことおヾできる。

音楽が大好きでディズニーの
CDを何度も聞いている。
集団活動が苦手で時々奇声
やその場から逃げようとする。

きらきら光るものが好きであ

る。色は青色を好む。洋服も青
色が多い。青色にややこだわ
りが3会 tヽ。
ハサミの使い方を学習する。

手先が不器用で、手が汚れる
ことを極端に嫌う。少しずつ触

感を味わえるようにする。

粗大運動が好きで、ブランコ

やでんぐり返しができる。
ゴールをめがけてたることが
できる。
ボール投げに興味を示し友逹
とボールのキャッチボールを

楽しむことができる。
ラジオ体操は少し覚えること
ができた。

楽しく音楽に関わり、みんなで

音楽活動する楽しさを感じる。

いろいろな色を使い絵に色を

塗ることができる。また切り絵
を楽しむc ´
作り出す喜びを味わうととも
に形や色などを工夫すること

ができる。

各種の運動遊びの楽しさに触

れ基本的な動きを身につける

ようにする。

音楽

図エ

体育
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ソーシャルスキルカードやロールプレ
イを行いながら善悪の判断ができ
たO。 (忘れることもあるので継続し
ていく)

⑨場面に應じた言動や行動を少し
ずつ理解しつつあるがルィルや約
束事が理解できず病療を起すこと
がある△。

④ドロップスや簡単な言葉を使って
思いを伝えることかヾできるようになっ
てきた。

キルカードや絵カードを準備
して良いことと悪いことを区別
し確諷していく。

常に継続して行う。友逹同士

でロールプレイを行い客観的
に善悪の判断を育む。教育活
動全体を通してその都度良い
と t｀ こと

ソーシャ スアE

い く

③ソーシャルスキルカードを不丁
用し集団生活での円滑なコ
ミュニヶ―シヨン能力を育成す
る。(ソーシャルスキルカードを

活用する)

⑥ドロップスを使って絵と言葉
のヤッチングを行いコミュニ

ケーション能カ
の育成を図る

③⑥学校教育活動全体を通
して、また各教科を通してソー

シャルスキルを高めていく。

授業の単元に合わせた絵
カードを見ながら、良いこと悪
いことの区別をしていく。

③ソーシャルスキルカード、絵
カード等で集団生活での
ルールや約来事、他者との尊
厳等にどのような行動をとっ

たらよいか学習する。
⑥自分の思いや考えを伝え
ることができるよう時間をか
ける。または発言しやすい募
囲気やゆっくり待つ。環境作
りを行う。ドロップス等を使っ
て自分の思いを絵カードで伝
える練習をする。

登校後学級のキ=パーに水
を汲む仕事を毎日欠かさず
取り組んでくれる。

気に入らないことがあると滴

療を起こす。人をたたくことが

ある。

個々の対Aでは落ち着いて学
習することができる。
ルールや約束事、その場に適
した発言等のソーシャルスキ
ルがやや低い。

自分の思いが通らない時は

病療を起す。

よいことと認いことの区別を
し、良いと思うことを進んで行
う。健康や安全に気をつけ規

則正しい生活をすること。

③人間関係の形成能力の了
成

⑥コミュニヶ―シヨン能力の
育成

道徳

自立

活動

以上の内容に同意いたします。 保護者氏名 印



担任学船氏名

今不口2年 8月  日生年月日 で

ヽ
大
ヽ
つヽ しヒ嘉3歳

幼

児

住所 糸満市潮崎町 |― I― |

金城4歳 きりん

ぞう 真謝
OC'0-× XX× × ××

5歳

保

護

者 連絡先

父

母 ′ ― ト

兄 |
′ ヽ した様

家

庭

環

境

支援の対象となる児童への理

解や接し方の様子、支援の手

立てを考える時の手がかりと

なりそうな事柄を記入する。

2月 3月
教育

(保育)
日数

登園

日数

欠席

日数
7月 3月 (7月

10

月 月

12

月
1月4月 5月 6月

0 | 52 0 | 00 | 0
| 20 |2 | | 04 0 0 2 4
80 70 |

（
欠
席

数

を

記

入

）

出

欠

状

況
5

良好・自閉スペクトラム症

・境界矢口能

(R7年 9月 10日 県立こども医療センター)
身体障害者手帳 種 級  交付日
療育手中長AI A2 BI B2  交付日
精神障害者保健福祉手帳 級 交付日

取得の 日・

障

害

零

等

最

新

情

報

を

記

入

し

て

く

だ

さ

い

諸

検

査

。新版 K式 (R7.4。 1発達支援センター)
姿勢・運動■、諷矢口・迪庵 :80、 言語・社会 :62、 全領域 :DQ70
,WISC― V知能検査 (R7.9.| こども医療センター)
FSIQ:85、 VCI:77、 VSI:80、 FRI:72、 WMI:8C7、 PSI:86
・S― M社会生活能力検査 (R8.4.25)
生活年齢 :6歳0か 月、SQ:74、 SA:4-5

実施した検査を記入する。

実施日、実施者 (機関)、 結

果も記入しておく。

日・

・友逹と仲良く、行事を頑張りたい。

の 彰・` t｀

できるようになってほしい。

3歳より発逹支援センターOOの通園療育
就学前にこども医療センター受診。「こだわり

の強さ」、「ていねいで分かりやす

切さ」を指摘される。

の3
育

歴

・
相

談

歴

定期健診や相談機関の利用、その

際に指摘されたことやその後の対応

の経過などを記入する。

い t｀

が、数人の児童が常に気

い

後まできちんとこなす。

のじめ

用し、異年船の子たちとも

を利

に取り組み、やり遂げるこ

え 面 目れ た

とカ

良
ヽ`

面 それぞれの観点から、対象児の得意なことや好きなことなども記入する。具体的な支援の手

立てを考える際の有効なヒントとなることがある。

ることがり る。けることいつ い

がある。

るに カ

ことがある。
改

善

の
面

題を切り

て
゛
ある。

③【園用】記入例 個別の教育支援計画

I プロフィールシート

OOこ ども園 作成担当者:OO

(今和  年  月  日)作成
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⑥【園用】記入例

Ⅱ 支 援 シ

個別の教育支援計画 ○○こども園 作成担当者 :OO

(谷和  年  月  日)作成

(今不口  年  月  日)評価

ト

幼児氏名

長期目 3年スパンで設定する日標を記入す
る。園生活への適応、将来の自立を
考えた時、どのような力を身につけ
る必要があるかの観点から設定する。

支

援

目

標

。こだわりを軽減し、見通しをもった学校生活を送る。
・他児童とのトラブルを少なくし、良好な友人関係を築く。

短期目標

落ち着いて予定変更を受け止め、対応できる態度を巷う: 長期目標を達成する過程をスモー
ルステップで想定し、1年スパンで
どの段階まで目指すのかを示す。

協力学級でのスムーズな授業参カロ、週3日 以上の給食参カロを

主な支援方針・支援内容

園

学

級

・↑ツL〔/フ J■周牛〔′′して ワい ヨ糸 (哀 3と しアこ可7ぇ ,浜 を上 太 9 =う。
。他児のルール違反等の指摘は、保育者への代替的な伝え方を約束し、トラブルを防
ぐ 。

・ぃらぃ虫1´ナー日寺の ク ー ル ゲドフレrグぅ撮 訴 与淮楼 I 、その利用を約束する。

学級担任

園

内

・本児との約束事項を共有し、足並みをそろえた支援の実施と、本児へ励ましや賞賛を
与え、安′せ感を持たせる。
・クラスの他児へ、本児の特性等の理解を促す。

管理職

学年職員

支援員

家

庭

・他児とのトラブル等ttついて本児の気持ちを受け止める。
・園行事や家庭での予定変更など、国と連携し伝える。

両親、兄

し、 る し
褐

祉関

係

機

関

・異年齢の幼児、児童生徒との放課後の活動で本児の役割等を二夫し、自己肯定感を
持たせる。

○○児童デイ

医

療

等

の オローアッ してヽ`く。

○○病院

年度始め、作成時に保護者と確認する。

以上の内容について同意いたしました。 今和 年  月 日 保護者氏名 EP

1年間の支援の成果を、支援関係者全体で評価し、記入する。
引継事項を含め次年度以降の計画作成の基本情報となる。小学校に

引継ぎたいこと

の評価支援

及 び

年度末、評価後に保護者と確認する。
イー プ こつ い へ の

ます。

EP今和 年  月 日 保護者氏名

い

年度末、保護者確認後、園が確認する。
本年度の個別の教育支援計画について、保護者に説明し、 について

今和 年 月 日 園長 ′ム`EP
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(5領
個別の指導計画

以上の内容に同意いたします。 保護者氏名

OOこども園

EP

作成日 今和 年 月 日園児名 学級名

担任名 加配教諭名

学期の日標
。自分の好きな遊びを見つける
。自分の思いを伝えることができる。

きるようになる。*相手の気持ちに気づきながら

1学期 (期間 4月 ～8月 )
評価 ◎O△
(今後の課題等)

領域 園児の姿 ね らい
具体的な対応

(方法・環境・支援等)

体を動かす遊びを自ら取り組んているとき

には店頭や安全面には十分に配慮しなが

らその姿も誤めて見守っていく。

嫌な気持ちを「イヤ」と

言葉で伝えることがで

きるようになってきたO
体を動かすことが苦手

だが声掛けで少しづつ

参加できるようになって

きたO

健康

体を動かす近びが好き

で虫取りや雲梯で遊しSミ

姿が見られる。

新しい遊びには声掛け

が舞要

自分の気持ちを

言葉で表現する。

体を十分に動か

し進んで運動しよ

うとする。

友還や保育教諭

と一緒に過ごすこ

とを楽しむ中で

様々な遊びに興

味関′せを持つ

いろいろな近びを通してルールを身につ

け、友達との関りの中で相手の気持ちがわ

かることに気づいたり自分の気持ちを伝え

られるように、教諭が本児の気持ちや相手

の気持ちを代弁し指導に入る。ペースにつ

いては事前に活動の内容や、時間について

矢口らせる。

好きな遊びに夢中にな

り、次の活動に移る時に

時間がかかる。△

教諭から声をかけられ

て少しづつ遊びに入れ

るようになってきた。○

人間関係

自分の好きなブロックや

虫取り遊びは集中して

取り組むことができる。

自分から友達を誘った

り声をかけることがあま

り見られない

興味関唸がある方公急

にたり出すことがある。

危険回避に向けて自己

コントロールを身につけ

ていく捲要がある△

急に立ち上がったりたり

出したりする方向転換

をしたりすることがある。

蹟いたり転倒も見られ

る

安全に気を付け

ながら行動するこ

とわヾできる

どのようにしたら安全なのか、どのような行

動が危ないのか声かけやモデリングやロー

ルプレーを通して支援する。

環境

自分の気持ちや考えを

少しづつ話せるように

なってきた。表出言語と

絵カードを併用してコ

ミュニケーションカをつ

けていくO

困つたことをどう伝えて

よいかわからずに背を

向けることがある。

自命の気持ちを

や考えを伝えるこ

とができる

絵カードや、写真等を使うて何を伝えたい

のか示しながら、言葉を添えるよう支援す

る。また教節の言葉を真似て発語を促す。

言葉

小集団又は学級で絵の鑑買会を開き、そ

れぞれの出来栄えを見せ合い表現する楽

しさを称賛しあう

模倣が苦手なのでダンスや手遊びの際は

は一つ一つ丁事に指導する。

絵を描くことわヾとても上

手で、先生やお友逹か

らほめられ、嬉しそうで

ある。得意なことを仲ば

して自己肯定感を高め

ていく。◎

ダンスや手遊びの模倣

はゆうくり本人のペース

表現

裂イ乍や絵をかくことが

好きで好きな魚や昆虫

を自分なり1こ表現するこ

とを楽しんでいる。手遊

びやダンス歌は苦手意

識を持っている

懸じたことや考え

たことを自分なり

に表現して楽しむ

全体活動も参加

し活動の楽しを共

有できるよう:こす

る
絵カードや写具等視覚

教材を使いながらコミュ

ニケーションカを引き出

していく。引き続をソー

シャルトレーニングを継

続して行っていく○
自立活動

自分の思いや考えを相

手に伝えることが'ごきる

ようにする

(コ ミュニケーションの

育成 )

どう伝えてよいの

かわからないず

諦めることがあ

る。

絵カードや写具を用いて自命の考えや思

いを伝えていく。

先生が本児が伝えたい気持ちを代弁する。

その後本児が言葉にして発し言葉で伝える

方法を理解し習得できるようにしていく。自

らできたときは称賛し次への意欲につなげ

ていく。このようなソーシャルスキルトレーニ

ングを継続して行う。
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様式第 4号 ④この様式は特別支援学校申請用。下記内容の記載があれば、病院の様式でも可。

特別支援学校以外の申請については、様式は問いません。

専 門 医 の 診 断 書

現住所

平成   年   月   日生氏 名

病 名
障害名

所 見

(障害の状態、配慮すべき事項等を記入してください)

′は理検査結果のみの記載ではなく、

児童生徒の障害の状態や配慮事項のわかる最

新の内容が記載された方が望ましい◇

主障害種の専門医の診断書を提出してくだ

志
Ｌ
t ヽ0

上記の通り診断する。

令和   年 月 日

住所

病院名

医師氏名

電話

※写しを送付する
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市役所へ提出済みの写しをもらう場合は、

糸満市役所こども未来課へ保護者よりお問合せしてください。

鋒 猟!覺 脅 様 経 手 当 縮 申 診 断 磨
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(園 )

S―M社会生活能力検査(第 3版 )結果

.8個連続して○がついたら、それより前の項目はできるものとみなしますので、
③記入例検査年月日

2025年4月 14日

身辺自立 (SH)

移動 (L)

作業(0)

コミュニケーション(C)

集団参加 (S)

自己統制 (SD)

1実際に
1今回の
Oをつけていない項目もOとみなして数を数えてください。
場合は、満点の数字を入れています。

領域別SAのプロフィール

※検査結果は必ず保護者と確認してください

実年齢です。

自動計算されますのでさわらないでください

Ｉ
り
Ｏ
Ｉ

社会生活指数 (SQ):実際の年齢に対して社会生活が

どの程度行えるかの目安 (looの 時、実年齢相当となる)

今回の例では、looより小さいため社会生活の発達が

ゆるやかであるとわかる

・社会生活年齢 (SA):社会生活の年齢を目安として表している
O-0は 、O歳0か月を表しているため、
今回の例では、4歳 5か月となる

0 2 3

|【グラフの見方】

4 75

下の数字が年齢を表します。どの年齢程度のことができているか項目ごとにわかります。

今回の例では、「コミュニケーション」は年齢相応、「移動」と「集団参加」は3歳程度というのがわかります。

2019年4月 5日

自己統制
SD

3

ト

Z

¬

1

9

S-3

集団参加
S
(3

4

14

6-O

]ミュニケーション

C
3
4
も

4

業
①

作

2
3
毬

1

9

5-2

動
L
移

4
2
1
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7

毬-4

7

4-4

6
2

20被颯活」系点合計

領以別社会生活年 3

身辺自立

正l
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各種手帳について
手帳を所持されている場合、下の写真のように名前・等級等のわかるページの写しを提出してください。

【身体障害者手帳】

【療育手帳】

【精神障害者保健福祉手帳】

顔写真

ケ璃ドす
氏奄

舞害等級   1

賓fl歳   警線孵筆O'r4,9録
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様式第7号 [医療的ケアを要する児童生徒] この様式は特別支援学校用です。

児童生徒名 口 女

性男u

口 男 平成  年   月  日

1.医療的ケアについて該当する項目にИチェックして下さい。

医療的ケアの実施状況
家庭(夜間等の対応含む)口 あり 回 なし

学校(日 中過ごす場所、福祉サービス事業所等含む )口 あり(実施者 )□ なし

医療的ケア実施項目 実施内容

□ 吸引

ロ ロ腔・鼻腔内吸引 (Π四頭より手前まで)

ロ ロ腔・鼻腔内吸引(咽頭より奥の気道)

□ 気管切開部 (気管カニューレ丙)からの吸引

□ 気管切開部 (気管カニューレ奥)からの吸引

□ 経管栄養
日 経管栄養 (鼻腔に留置されている管からの注入)

日 経管栄養(回 胃ろう  口 腸ろう )

□ 導尿 □ 保護者等で導尿  □自己導尿 (本人自ら導尿ができる)

口 その他の医療的な生活援助行為等

回 吸入(定時の薬液)

口 与薬 (胃ろうからの注入含む)

日 気管切開部の衛生管理

□ 胃ろう・腸ろう部の衛生管理

※紙文書での提出をお願いしま

口 酸素管理 (流量、作動確認、ポンペの交換 )

□ 人工呼吸器の管理 :□ 人工呼吸器(IPPV)□ CPAP  tt BIPAP

□ その他 :学校生活を送る上で必要不可欠なものに限り、在宅医療で認められている
範囲内で、充分に安全を確保した上で医師の指示があつた内容。
(                                )

2.健康状態・事態について該当する項目にロチェックして下さい

運動 口 掴まり立、独り立 口 設定座位・独座、四通い 口 寝返り、肘・腹遣い □ 寝たきり、顕定

呼吸 □ 問題なし □ 酸素投与(酸素管理) □ 喘鳴 (強、弱)

視覚 □ 問題なし(近視含) □ 見えている(弱視含) □ 光・眼前手動に反応 □ 斜視 口 全く見えてない

聴覚 日 問題なし □ 声に反応 □ 全く聞こえない口 音に反応

てんかん発作 口 なし □ あり /日 ・ 週 ・月 )発作の頻度  (

備考 (緊急を要する症状と対応法、服薬名、発作型と対応法、感染予防手段など

主途医との確認のもと保護

者魏入・会筆霧堪

※ 医療的ケアの実施状況、項目、内容について主治医の

記入日:令和  年  月  日   保護者 名

-6と 一

で行つている事に相違ありません。



⑫様式6

支援学級→通常学級へ変更する場合はこの様式を提出してください。 (新中Hよ捲要なし)

本人・保護者の意見書

糸満市立 学校 通常学級への人級を希望します。

記入日 今和 年 月 日

児童生徒氏名

平成 。今和   年 月 日生

在籍校名 立 学校   年

在籍学級種別  特別支援学級 学級

保護者氏名 印

住所 一Ｔ

連絡先 (Tel)
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様式 5号    (子 ・保、小・中、その他の機関共通)

糸満市教育委員会 教育長 殿
糸満市内幼児教育施設 施設長 殿
糸満市立小中学校 校長 殿

糸満市就学支援委員会への審査依頼並びに

申請資料の関係機関への送付に係る承諾について

糸満市就学支援委員会について、学校・園からの説明を受け、下記幼児・児童・生徒

に係る審査を依頼いたします。

また、就学支援委員会審査結果及び申請資料 (就学支援実態調査票、校 (園 )内就学

判定報告書、専門医の診断書、各種検査結果、各種手帳の写し、その他資料)につい

て、県教育庁関係課、就学予定校、就学先教育委員会等への送付について承諾いたしま

す。

年 日今和 月

審査を依頼する幼児 '児童・生徒氏名 (

保護者氏名

保護者住所

＞

　

　

　

＞

　

　

　

＞

　

　

　

≫

く

　

　

　

ぐ

　

　

　

く

印

連絡先  TEL
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【判定結果通知後の提出物】

園・学校より本人・保護者へ判定結果の説明をしていただき、

判定結果に沿った意見書を提出していただく。

本人・保護者の意見書

糸満市就学支援委員会判定結果通矢口書にもとづき、

糸満市立 州ヽ 学校 特別支援学級 自閉症 学級への人級を希望します。

記入日 今和 年

幼児児童生徒氏名

平成。今和    年

在籍校 (園 )名

立 学校

※未就学児は幼稚園名等

(備 考

日月

月 日生

園

年

)

保護者氏名 EP

住所 一Ｔ

連絡先 (Tel)

※新小 I。新中 Iの指定校については 1月 に送付する入学通知書に記載されるため記入を省いております。
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【判定結果通矢口後の面談時に説明】

園・学校より本人。保護者へ判定結果の

説明をしていただいた後、合意形成が取

れず判定結果に浴った意見書が提出で

きない場合、糸満市特別支援教育コー

ディネーターとの面談が蜂妻です。

面談後、判定と異なる意見書を提出する

場合は、この意見書を提出してもらいます。

(面談時に渡します。)

本 人・保 護 者 の 意 見 書 (判定結果通矢口後)

糸滴市就学支援委員会判定結果通宍口書を踏まえ、

(該当する項目にチェックを入れて下さい。特別支援学級の場合は種別にOを付けて下さい。)

糸満市立小学校 □特別支援学級 (穐
島

・

遣彊メず警
gど )

への人級を希望します。

□通級指導教室 (   情緒等・言語   ) においての指導を受ける

ことを希望します。

他校における通級指導教室については保護者が送迎し、安全確保に努めます。

□通常学級  への人級を希望します。

糸満市立中学校 回特別支援学級 (
視覚・聰覚・矢目的・肢体

病弱・言語。自閉情緒
) への人級を希望します。

□通級指導教室 (   情緒等・言語   ) においての指導を受ける

ことを希望します。

他校における通級指導教室については保護者が送迎し、安全確保に努めます。

□通常学級  への人級を希望します。

日 今和   年   月 日

児童生徒氏名

成。今和 年    月 日生

(園 )名 園

立 学校 年

※未就学児は幼稚園名等

考 )

者氏名 印

一Ｔ

連絡先 (Tel)

※記入後は所属の園・学校を通して糸満市教育委員会へご提出お願いします。
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3 特別支援教育支援員の申請について
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○糸満市特別支援教育支援員配置規則

平成 31年 4月 25日

教育委員会規則第 6号

(趣旨)

第 1条  この規則は、糸満市立小学校及び中学校 (以下「学校」という。)に在籍し、特

別な支援を要する児童及び生徒 (以下「対象児」という。)の教育活動の充実を図るた

め、特別支援教育支援員 (以下「支援員」という。)の配置について、必要な事項を定

めるものとする。

(配置基準)

第 2条 支援員は、学校長からの申請を基に審議して参考に原則として次の各号に基づき、

予算の範囲内で配置するものとする。

(1)対象児の在籍する通常の学級及び特別支援学級において、当該対象児の特性から多

様な行動が想定され、学校での安全面や生活面で補助及び介助が必要とされる場合

(2)対象児の在籍する通常の学級において、当該対象児が多動等で個に応じた学習の保

障が困難又は困難となることが想定される場合

(働  その他教育長が必要と認める場合

(配置申請)

第 3条 学校長は、前条各号に該当する対象児が在籍する場合で、全校体制で個に応じた

指導等の手立てに努めているにも関わらず、継統又は新規に支援員の配置が必要と判断

した場合
'イ

よ、配置に必要な書類を教育長に提出し配置申請を行うものとする,ただし、

配置申請人数については、事前に教育長から指示された配置予定人数を上限とする。

(配置決定).

第 4条 支援員の配置決定については、前条の申請に基づき教育長が行う。  i

(身分及び待遇)

第 5条 支援員の身分はパー ト会計年度任用職員とし、待遇は糸満市会計年度任用職員の

任用、給与、服務等規程 (令和元年 12月 24日勃1令第 23号)によるものとする。

(支援員の業務)

第 6条 支援員は、配置先の学校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、学級担任及

び教科担任の指示のもと、次に掲げる支援等を行う。

(1)基本的生活習慣確立のための日常生活上の支援

(2)発達障害等の児童及び生徒に対する学習を保障するための支援
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(3)学習活動及び教室移動時における支援

い 対象児の学校における健康、安全確保

(5)学校行事における支援

(6)周 囲の児童、生徒への障害理解の促進

何)市 等が開催する特別支援教育支援員の資質向上のための研修会への参加

(勧  前号各号に掲げるもののほか、必要があると認める支援

(役割)

第 7条 支援員が配置された学校は、支援員を効果的かつ効率的に活用するために、次に

掲げることに取り組まなければならない。

(1)学校長及び教頭

ア 支援員を効果的かつ効率的に活用するための方針を定め、学校全体で共通理解を

図る。

イ 年間を通して支援員が効果的かつ効率的に活用されているかを把握し、特別支援

教育コーディネーター、学級担任、教科担任及び支援員に指導助言を行う。

(2)特別支援教育コーディネエター

ア 毎月の支援員配置計画書の作成

イ 対象児に適した指導方法について、学級担任、教科担任及び支援員と月 1回以上

情報共有のための会議を開催する。

ウ 支援員に対し、実情に即した事前の指導や研修を適宜行う。

偲)学 級担任

ア 対象児への支援内容や方法について、個別の教育支援計画及び個別の指導計画を

作成し、支援員と共有する。

イ 対象児への支援内容等について、支援員が明確に理解できるよう具体的に指示す

る。

佃)教 科担任

対象児への支援内容等について、支援員が明確に理解できるよう具体的に指示する。

(守秘義務 )

第 8条 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。

(報告書の提出)

第 9条 学校長は、次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。
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(1)特別支援教育支援員業務日誌 (様式第 1号 )

(掛  特別支援教育支援員活用報告書 (様式第 2号 )

(謝  実績報告書 (様式第 3号 )

(その他)

第、10条 この規則に定めるもののほ力|、 必要な事項は教育長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成 31年 4月 1日 から適用する。

2 この規則の施行の際、糸満市立学校障がい児支援ベルパー派遣要綱 (平成 22年糸満

市教育委員会訓令第 4号)に基づき行われた申請、決定、その他特別支援教育支援員の

配置に関し必要な手続き等については、この規則に基づき行われたものとみなす志

3 この規則は、公布の日から施行し、令和 4年 4月 1日 から適用する。
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特別支援教育支援員申請に係る判定 (配置レベル)について

<特別支援教育支援員の役割とは>
特別支援教育支援員は、児童生徒への授業における教示や指示の補助、授業の準備や学級環境の整

備の援助などを行います。           .ん
。例えば、何らかの事情で学級担任等が教室から特別支援教育支援員は、授業を行うことはできませ

離れてしまった場合、授業を補助していた特別支援教育支援員がその授業を引継ぎし代行して行うことは

できません。教員免許を所持していても教諭、又は講師として配置されているわけではないので、授業を

イ子うことはできません。

<特別支援教育支援員配置について>
申請書類の内容から総合的に判断して配置レベルA～ Eの評価基準で配置を検討し、支援の養要な人

数や西t置レベルに応じて学校ごとに配置人数を決定します。

事前に、対象となる子どもの特性や対応方法などについて担任と共通理解を図ることが望ましいです。

配置レベルーA(配置あり)

酉E置レベル…B(配置あり)

配置レベル中C(酉己置あり)

配置レベル中D(妥観察)

配置レベルーE(配置なし)

★配置レベルA～ Eは、特別支援教育支援員の申請時の子どもの状況から検討されたものです。進級に

伴う環境の変化や自身の成長によって変化する可能性があります。

四E置レベルはあくまで目安であるため、子ども一人一人の状況に庵じて学校が支援体制を検討していく

発妥が望まれます。

~~~ 
通常学級在籍 (通級指導含む) 特別支援学級在籍

配

置

レ

ベ

ル

配

置

あ

り

A
2:I(子 :支援員)配置。
授業中に危険行為、飛び出し等がある。

A

B

4:I(子 :支援員)配置。
授業中に離席、手遊び、ちよっかい等 があ

る。

B

C
特性が出るときに薦じて配置。(移動時、パ

ニック時等)
C
X要に応じて配置。(移動支援、トイレ介助
等、就学支援委員会で西E置が望ましいと判

定された場合。)

要

観

察

D
学級担任の配慮 (声掛け、座席の位置等)

でOK、 X要に薦じて支援員対応。
D 授業中に危険行為、飛び出し等がある。

配

置

な

し

E いずれも該当しない場合 E いずれも該当しない場合

支
援
の
推
要
性
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今和

糸 満 市 立 小 中 学 校 長 殿
糸満市内幼児教育施設園長 殿
関係者各位

糸満市教育委員会
教育長 屋良 朝俊

(公印省略)

今和 7年度特別支援教育支援員の配置申請に関する資料の提出について(依頼)

平索より、本市の教育活動にご理解とご協力を賜
1生疑謀塞学&ぜ登芭、箔E置申請の審査のため、保護みだしのことについて、下記に該当する幼児児童

者の同意のもと、関係資料を提出していただきますようお願いいたします。就学支援委員会の判定通知
もご確諷のうえ、申請してください。
また、新小学 I年生、新中学十年生に関しては、就学先の学校と連携を取り了解を得たうえで提出して

ください。

記

1該当する幼児児童生徒
学校生活上、特別な支援を捲要とする幼児児童生徒

2提出書類

教育支援員配置申請一覧表
教育支援員配置申請書 (様式第 l号 )
意見書
査票
態調
支援
か半」

申請者兇須)※新規の場合は、提出なし
が 捲 るための

号
月 日

糸教学 第
8年 |

１

２

３

４

５

６

７

８

援
援
の

支
支
者
実
生

の

文
別
別
護
児
童

鑑
特
特
保
幼
児

)

(5翼円具好!
3提出方法
紙媒体ですべて提出 ※今和 9年 I月

結果 )
について、今年度の に提出済みの場合は、提出の蜂
一覧表にてI就7支 員 済み」と記入してください。

日(金 )

<本件の担当>
○糸満市教育委員会学校教育課
指導主事 :大城 斉藤 国吉
高証 佐和田

TEL:840-8165 FAX:840-8161
E― mo‖ :9okkou― kyouiku@city.itomon.lg,」 p

(

鰹湾雪名臨姿警」瞥稲輸鏃 荘躍淫彊莞鍵歩琴≧讐暴受嬢姿〒
指

0纂毅黎著卜を賀琥箱轟夢ザ習塵焉譴著します。

ほ普愁;琶」Vi§:看呈ごれ

'ヨ

Iodまあし,ま硫
○専門医の診断書の写し
○特別児童扶養手当の診断書の写し
○療育手帳・障害者手中長・精神障害者保健福祉手中長の写し
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様式第 I号 (第 3条関係)

糸満市教育委員会教育長 殿
糸満市立

校長 (園長)

(公印省略)

特別支援教育支援員配置申請書

幼 児
児 童
生 徒

しS、 りがな

氏  名

男

女

保

護

者

しS、 りがな

氏  名

生年月日 年   月  日 年 船 歳 連 絡 先

学  級 年  組 住所

現   状 ア 通常学級  イ 通級指導 (情緒・言語 )
ウ 支援学級 (種別 : )

支援員配置 (配置あり ・ 要観察 。 なし )
申請理由

・経緯と現状

・学習面、生活面

の困り感

・支援体制状況

。その他

※毎日・週・月の

いずれかにOま た

は回数を記入して

ください。

・飛び出しの回数 。頻度・・

・パニックの回数・頻度・・

・てんかん発作時の対A(
回数・頻度・・

(毎日・____回 /週・____回 /月 )

(毎日・  回/週 。____回 /月 )
)

(毎日・  回/週・  回/月 )
特別支援教育支援

員の活用計画

学校長 (園長)

所見
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4 検査について
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発達・知能検査ガイド:子どもの r得意・不得意」を知り、支援につなげる

アセスメント (評価)の目的と流れ

ゴールは「支援の方針」を童てること

主な検査の種類と数値の見方

検査     画接

I  検査は実態を把t理するだけでなく、そ
越  の子に含つな具体的な指導や支援を導1  
き出すために行います。

改善 (A)
改善を繰り

返します

観察

資料整理、保護者への閣き取り、日頃
の様子の観察、そして検査を総合して

多角的に分析します。

李旨数100が

平均の目安
iQやDQは100を平   ィ.
均とし、数値の「圏
凸」力tある人の方が
多数派 (8割以上)で .‐・
す。

新版 K式発達検査

主に餓学前の幼児に実
施。姿勢、認知。言語
の3額競を評価。

数値はあくまで
r手がかり」
結果は体調や環境に左
右されるため、絶対的
なものではなく、その

■  子を理解する目安とし

WiSC知能検査
生に就学後の児童に実

施。言語理解や三E憶、

処理速度などを評価。

臨滞弐
具体的な

指導や支援

プ

支援をアップデートするPOCA

100(平均)    て提えます。

年齢や目的に合わせた使い分け

0歳～成人     2競 ～戯人    5歳～16歳ユIか月
計 画 (P)
.  7セスメントに
1 轟づき計画

PDCA

評価 (C)
舗 ♂
睡
実行 (D)
実行し

田中ビネー知能検査

療育手帳の判定等で活
用。:Qを算出し、知的
発達の状態を把亀

反応を見て評価

偽 NotebookLM



発達検査・矢口能検査について

発注検査・宍口能検査とは、積木やパズル、図形などのモノの扱いや言葉でのやり取り等を通 して、対象とな

る子どもの現在の年齢段階での理解力や発違状況、発達の凹凸の有無、得意なこと
,苦手なこと等を把握する

ために行 う。

就学支援委員会へ申請する際は、おもに新版K式 またはWISC検査のどちらかの結果を添付。

※発達検査・知能検査の結果は、検査 日の子 どもの気持ちや体調、検査者の習熟度や子供 との相性、その他の

さまざまな妥囚に左右されるものて
゛
す。数値は絶対的なものではなく、 目安 として、その子を理解するための

手がか りの一つ として捉えてください。

K式 WISC

種

房J

個別式の発達検査

検査時間 :1時間弱ほど
個別式の知能検査

検査時間 :65分から80分ほど

迪

用

0歳 0か月～成人 (新版K式発達検査 2020)
→おもに就学前の幼児に対して実施され

る。また、就学後の対象児でも実施さ

れることがある。

5歳 Oヶ 月～ 16歳 ||か 月
→おもに就学後の児童生徒に対 して実施

される。

幼稚園の年長児でも実施されることが

ある。

算

出

さ

れ

る

指

数

発逹指数 (DQ)
→値が 100に近いと、年船相應の発逹
状態/能力であると考えられる。
・同年齢 としヒ較 した発逹状態と能力間に差があるか

をみる。

矢口能指数 (IQ)
→IQお よび指標得点は 100が平均。
80%以上の人が、平均から10点以上の差がある。
差 (グラフの凸凹)がある受験者が多数派。

各数値の水準の目安 (WISCV・ WISC―Ⅳ)
【極めて低い。非常に低いる7以下】
【非常に低い。低い (境界域):70～ 79】
【平均の下 :80～ 87】  【平均190～ 109】  【平均の上 :

【非常に高い。高い 120～ 129】  【極めて高い。非常に高い :

※K式においても、数値は上記の目安に準拠する。

I10～ II(7】
i30以上】

各

領

域

/

群

才旨

数

の

概

要

K式

【姿勢・運動】運動の能力や体幹のバランスをみる領域

【認知・適應】物の扱い方や理解の仕方、指示に従える力をみる領域

【言語・社会】言葉の理解や人との関わりにX要な領域

WISC―Ⅳ

【言語理解指標】話を聞いて理解する力、本人の考えを言葉で表現するカ

【知覚推理指標】日に見える情報を扱い推理、推測するカ

【ワーキングメモリー指標】耳でできた情報を一時的に記憶し、再生するカ

【処理速度指標】素早く正確に視覚的な情報を処理し作業するカ

VVISC―V(2022年 に刊行 )

【言語理解指標】言語の能力や学習の習得度の能カ

【視空間指標】視覚イメージを扱う能力

【流動性推理指標】新奇な課題でも法則を見出し、計画的かつ柔軟に解決する能カ

【ワーキングメモリー指標】情報を意識的に記銘し、短時間保持し、カロエ・整理する能カ

【処理速度指標】作業の要領よさ、集中・意欲の持続能カ
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S―M社会生活能力検査について

お子さんの日頃の様子から社会生活能力のおおよその発逹をとらえる検査です。対象の子どもの普段

の様子をよく知っている、担任の先生や保護者などが回答を行う記入式の検査となります。

【検査実施にあたって】 検査用糸氏の2ペィジに つ て 実施 してください

※検査方法がわからない場合は学校教育課までお問い合わせください

①実施上の注意点

できれば、担任の先生と保護者で一緒にご回答 お鷹ぃします合

②記入のしかた

質問に対して○かXで回答する。

○

※○か×かで迷った場合、 どっちかとぃえばできる、できないで判断すること
※子どもの主観が問われる質問に対しては、客観的に判断できる言動があるかないかで判断すること

例 :64.やさしい本なら自分で読んで理解できる。→ 本を自分で読んで、内容を話し
ている等の言動にて判断する。

※今は行わないけれど、もう少し小さいころにはできていた場合は○とすること

できる (ほ とんどできる)

機会があればできると思う

できない (あ まりできない)

機会があってもできないと思う

水服の着脱や食事、排泄などの身辺自立に関する能カ

自分の行きたい所へ移動するための能カ

道具の扱いなどの作業遂行に関する能カ

ことばや文字などによるコミュニケーション能カ

社会生活への参加の具合を示す能カ

わがままを抑え、自己の行動を責任をもって目的に方向づける能カ

【各領域力ゞ示す能力】
①身辺自立 (SH)

②移  動 (L)
③作  業 (0)
④ コミュニケーシ ョン (C)

⑤集団参カロ(S)

⑥自己統制 (SD)

【算出される値など】
生活年船 (CA)    検査時のお子さんの年船。

社会生活年船 (SA)  お子さんの社会生活能力がwどの年船に相当するか。おおよその目安。

社会生活指数 (SQ)  社会生活能力の生活年船に対する発達の割合。

× 100の式で算出

100よ り月ヽさい

ゆるやかに発達

100

実年齢相当の発達

100よ り大き彰`

実年船以上に発達

<
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学校 (園 )

検査年月日

2025年4月呵4日

身辺自立 (SH)

移動 (L)

作業(O)

]ミュニケーション(C)

集団参加 (S)

自己統制 (SD)

S―M社会生活能力検査(第 3版 )結果

8個連続してOがついたら、それより前の項目はできるものとみなしますので、
実際にOをつけていない項目もOとみなして数を数えてください。
今回の場合は、満点の数字を入れています。

領域別SAのプロフィール

※検査結果は必ず保護者と確認してください

実年齢です。

自動計算されますのでさわらないでください

③記入例

―
『
『
―

・社会生活指数(SQ):実際の年齢に対して社会生活が

どの程度行えるかの目安 (100の時、実年齢相当となる)

今回の例では、100より小さいため社会生活の発達が

ゆるやかであるとわかる

・社会生活年齢 (SA):社会生活の年齢を目安として表している

O―●は、O歳0か月を表しているため、
今回の例では、4歳 5か月となる

3456

【グラフの見方】

下の数字が年齢を表します。どの年齢程度のことができているか項目ごとにわかります。

7

SA)   4-t)函令

Z

自己統制

1

9

毬-3

3

集団参加
S

4
1

6-O

4

14

3

コミュニケーション

C

4
毬

9

5-2

2

O
作 業

3
毬

1

7

8-4

L

4

移 動

2
1

O

7

2()

2

領以別社会生活年令

強域月」素点含□|

身辺自立
SH

Ⅱ

Ⅲ

lV

V
Ⅵ

Ⅶ

2019年4月 5日

lコ

目叡 (SQ)   74

申

‐

0 2

1今回の例では、「コミュニケーション」は年齢相応、「移動」と「集団参加」
「ま3歳程度というのがわかります。



5 その他資料
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県立特別支援学校の指定校一覧 (糸満市)

※学校見学等に関しては、各学校のHPを ご確諷いただき、直接支援学校へお問い合わせください。

叩

継磁みらい文壌学稜
<孝争やイ蕩ヵ

密色 時 病

費 女 携 をヽ組す 建 螢 捧 1・
…
1

'密

故
ヂ

図
□
□

視覚障害 (弱視) 沖縄盲学校 0(78-88(7-5375
南風原町兼城

473

聰覚障害 (難聰)
'中

縄ろう学校 OC,8-C732-5475
北中城村字屋宜

原415 靱
知的障害 西崎特別支援学校 0(78-C'C'4-6855

糸満市西崎 |―

|-2 Ⅷ
肢体不自由 島尻特別支援学校 0(78-(7(78-8240

八童瀬町友寄

160 Ⅷ
病弱 (身体虚弱) 森川特別支援学校 0(,8-(745-3008

西原町字森川

151 Ⅷ

力李一中口な瞬森渉鵜ら争学捜
〔埼・小 '中 '蔦 > 抱チ・こ五将剛支援学校

<F'i 学 萬> 肢
鏡が重鋳瓢宝播学控
や」ヽ・や。畠ゞ`

帥襲機菊園

韓お1農ヤ,1朗支量学校請漆分績
こ′IⅢ・ 轄静,藤 事

沖義鶴競

病 森

"I機

,1史標学猿
く′1・・中 ,蔦 >

共平l与別支援学校
て小・ r静 `蕊 チ

擁

浄鶴首学校
て務‐;ヽ・等 ,1ヨ・専>知

幾甥高等棄候学校

【漁
"t得
鶏貴顔攣検腐擦,4務策幸徐】

う は立t簿窮陰 争嘉農革,
,尊宝学捧窮院 t'も芋奪夢
tヨ〉中鍛毎猿 てか縄薄)

る 魂球入学篤球 (愛隷町
'

'tF霧4範
“

~盛
僚 モ畢聯盛)

:ゆ 1黙宝ことも野蕪センター 語ヽ患翠翻1)

扮 沖梯葬 ,学盛読 4轟朗奪ユ
:甦′洋鶴趣嶽窮薩 監基転虜,

女a霊奉,惑惑等学按分教寵
〔島昴群文義守部,

競部疲れ医盛1=ン ター
妄B

く育鳳蘇葛弦掛講
南曇原商等箕

く
'Itt・
肇 >

鋒″ぅ機特別支経霧校 鳥爺特別支嬢攀犠

=坊
,小 `申 ',島>

察打
西綺持剤支援学校
五功・小・学・盛>

去會
やえを蔑等支援学校

三i封雀雰歳売蔦絵奪手
～
触予
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今和8年度 糸満市内小中学校 特別支援学級等早見表

○特別支援学級及び通級指導教室の設置状況は毎年度変更があります。

O今年度の学級設置の有無に関係なく、主障害で申請 してください。
設置学級は就学支援委員会判定時の障害種で決定します。

O通級指導教室の設置がない学校の児童生徒は、巡回指導または他校通級となります。
今和8年度においては、巡回指導となっております。

○「特別支援学級 自閉症」「特別支援学級 情緒」は合わせて
「特別支援学級 白閉症情緒学級」となります。

○「通級指導教室 【自閉症・情緒 。LD・ ADH9】 」は合わせて
「情緒等通級指導教室」となります。

R8.5.|

特別支援学級 通級指導教室

兼城小学校 知 的 自閉・情緒 情緒等

2 糸満小学校 知 的 白閉・情緒 言語、情緒等(肢体)

3 糸満南小学校 矢口的 白閉・′晴緒 言語 肢体不自由 情緒等

4 高嶺小学校 矢口的 自閉 。1隋緒 垢石写尋 情緒等

5 真壁小学校 矢口的 自閉・`晴緒

6 喜屋武小学校 矢目的 自閉・情緒 情緒等

7 米須小学校 知 的 白閉・情緒 言語

8 西崎小学校 矢口的 自閉・情緒 言語 情緒等

(7 潮平小学校 知 的 白閉・情緒 言語 情緒等

10 光洋小学校 知 的 自閉 。1晴緒 情緒等

|| 米須小学校大度分校 自閉・情緒

特別支援学級 通級指導教宝

兼城中学校 矢目的 自閉・情緒 情緒等 (言語)

2 糸満中学校 知 的 白閉・!隋緒 難聴 情緒等 (言語)

3 高嶺中学校 知 的 自閉・情緒 情緒等

4 二和中学校 矢口的 自閉・情緒

5 西崎中学校 知 的 白閉・情緒 情緒等

6 潮平中学校 矢口的 自閉・情緒 情緒等

7 二和中学校大度分校 知 的 白閉・情緒
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学校名字 番地 学校名 字 番 地字 番地 学校名

1-383 兼城小・兼城中糸満小・糸満中 1-86 兼城小・兼城中4-888-999
384-397 光洋小・西崎中87′V90 糸満小・糸満中890～ 1362 糸満南小・糸満中

兼城小・兼城中兼城小・兼城中 398-4121363′Ψ1413 糸満小・糸満中 91-120
光洋小・西崎中413-4421413-1′V1413-2 糸満南小・糸満中 121′Ψ124 糸満小・糸満中

443-780 兼城小・兼城中125～ 143 兼城小・兼城中1413-3-1413-4 糸満小・糸満中
兼城小・兼城中糸満小・糸満中 7881413-5′Ψ1413-7 糸満南小・糸満中 144～ 145

兼城小・兼城中795糸満小・糸満中 146′Ψ192 兼城小・兼城中1413-8
853工 1 兼城小・兼城中193-226 糸満小・糸満中1413-9-1413-11 糸満南小・糸満中

兼城小・兼城中兼城小・兼城中 1107′Ψl107-21413-12-1413-16 糸満小・糸満中 227′Ψ270

1118-3 光洋小・西崎中糸満南小・糸満中 271 糸満小・糸満中1413-17-1413-999

1118-4 潮平小・潮平中272′V280 兼城小・兼城中1414-1431-999 糸満小・糸満中
光洋小・西崎中糸満小・糸満中 1123′Ψl1241432'V1435-999 糸満南小・糸満中 281-338

1124-1 潮平小・潮平中糸満小・糸満中 339 西崎小・西崎中1436-1481
1124-2、 1124-3 光洋小・西崎中340-380 潮平小・潮平中1481-2-1483-9 糸満南小・糸満中

潮平小・潮平中西崎小・西崎中 1124-41483-11-1483-12 糸満小・糸満中 381'V573
光洋小・西崎中1126574-662 田豊区城

1128 光洋小・西崎中664-669 潮平小・潮平中

光洋小・西崎中兼城小・兼城中 1130～ 1134670-
光洋小・西崎中→※722 西崎小・西崎中 1137-1、 1137-2

兼城

1137-3 潮平小・潮平中座波

光洋小・西崎中1137-4-1137-7武富
潮平小・潮平中1138～ 1365北波平

1366′ψ1375 光洋小・西崎中糸満小・糸満中 賀数

全域 兼城小・兼城中

1880´V1943-999

光洋小・西崎中1378-11944-2038 糸満南小・糸満中 真壁
潮平小・潮平中1378-22039-2075-999 糸満小・糸満中 宇江城

1378-3-1378-4 光洋小・西崎中糸満南小・糸満中 真栄平2076′ツ2227-999
1373-6-1378-7 光洋小・西崎中新垣2228-2277-999 糸満小・糸満中

潮平小・潮平中1378-82278-2433-8 糸満南小・糸満中 伊敷

糸満

1380 光洋小・西崎中糸満小・糸満中 南波平1-1071
1385-1387 潮平小・潮平中名城1072～ 1297-15 高嶺小・高嶺中

潮平小・潮平中1389-14801298-1′Ψ1415 兼城小・兼城中 小波蔵
兼城小・兼城中1480-1糸満小・糸満中 糸洲

全域 真壁小・三和中

照屋

1416-1639T2
1487-1505 潮平小・潮平中糸満南小・糸満中 喜屋武潮崎町 全域

阿波根

1506-1581 光洋小・西崎中福地

潮平小口潮平中1-335山城

336'ψ 421 兼城小・兼城中東辺名
422-480-1 潮平小・潮平中

全域 喜屋武小・三和中

1362～ 1492 糸満南小・糸満中 上里

兼城小・兼城中480-2-480-111493-1-1860 高嶺小・高嶺中 米須
481-705-4 潮平小・潮平中糸満南小・糸満中 伊原1860-1※ 真栄里団1世

705-5 光洋小・西崎中1860-2-1999 高嶺小・高嶺中 大度
200嚇を賀睦 :||: 潮平小・潮平中

米須小・三和中

705-6′Ψ706-1摩文仁

全域

光洋小・西崎中706-22:20■21摯:!:111 1丁 目・2丁 目 西崎小・西崎中

706-3 潮平小・潮平中豆12′3～418811■ | 3丁 目 光洋小・西崎中

706-4 光洋小・西崎中4丁 目 西崎小・西崎中

真栄里

2184-2313-2 高嶺小・高嶺中
潮平小・潮平中光洋小・西崎中 706-5-706-81-806 高嶺小・高嶺中 5丁 目
光洋小・西崎中

西崎町

6丁 目 西崎小・西崎中 706-9真壁小・三和中807～ 912
潮平小・潮平中西川町 全域 西崎小・西崎中 707-707-10高嶺小・高嶺中

国吉

913～
708-772-6 光洋小・西崎中豊 原

'73-780-14 潮平小・潮平中与 l坐
781- 光洋小i西崎中

潮平

丈 里

全域 高嶺小・高嶺中

爛 運
盤I総
船i鉢誓薄:ξ
騨慧蒻▼こ嚢
筵垂墓二塾

嘲

(新 )通学区域一覧表

区域

糸満・西崎小/糸満日西崎中

※上記の地番がない方は、担当課
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